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平成18年６月27日（火曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第11号 財産の無償貸付けについて

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県が出資している法人の経営状況について

財団法人宮崎県暴力追放県民会議（別紙20）

・平成17年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（別

紙21）

・平成17年度宮崎県公営企業会計（電気事業）

予算繰越計算書（別紙23）

・平成17年度宮崎県公営企業会計（工業用水道

事業）予算繰越計算書（別紙24）

○その他の報告事項

・青色回転灯を装備した自動車による自主防犯

パトロール推進状況について

・県内の交通事故の現状と対策について

・小中学校図書館における図書購入費、平成17

年度県立学校における図書購入費等の徴収金

について

・学校教育法の一部改正に伴う特別支援学校へ

の移行について

・都道府県営工業用水道料金について
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委 員 蓬 原 正 三

委 員 十 屋 幸 平

委 員 山 口 哲 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）
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学 校 政 策 課 長 飛 田 洋

学 校 支 援 監 白 川 智

特別支援教育室長 渋 谷 弘 二

教 職 員 課 長 谷 村 學
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企業局
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事務局職員出席者

政策調査課主査 千知岩 義 広

議事課主任主事 大 野 誠 一

ただいまから委員会を開会○外山良治委員長

いたします。

委員会の日程についてであります。お手元に

配付をいたしましたに日程案でよろしいでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定○外山良治委員長

をいたします。

執行部入室のため、暫時休憩をいたします。

午前10時０分休憩

午前10時１分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

委員会に付託されました議案、報告事項等の

説明を求めます。

委員の質疑は、執行部の説明がすべて終了し

た後にお願いをいたします。

警察本部長の吉田でござい○吉田警察本部長

ます。

委員長を初め委員の皆様方には、本日の常任

委員会、よろしくどうかお願い申し上げます。

私どもは 「安全で安心して暮らせる宮崎」の、

実現を目指しまして、組織の総合力を結集した

力強い警察活動を推進してまいる所存でござい

ますので、今後とも本県警察の運営に関しまし

て御指導、御支援を賜りますようよろしくお願

いを申し上げます。

それでは、本日御審議を賜ります公安委員会

関係の議案でございますが、まず 「財産の無償、

貸付けについて 「専決処分の承認を求めるこ」、

とについて 「平成17年度宮崎県繰越明許費繰」、

越計算書について 「損害賠償額を定めたこと」、

について 、県が出資している法人であります」

「財団法人宮崎県暴力追放県民会議の経営状況

について」の５件、その他の報告事項といたし

まして 「青色回転灯を装備した自動車による自、

主防犯パトロール推進状況について」と「県内

の交通事故の現状と対策について」の２件につ

きまして、それぞれ関係部長から説明、報告さ

せますので、御審議のほどよろしくお願いを申

し上げます。以上であります。

議案等の御説明に入ります前○田畑警務部長

に、委員の皆様におわびを申し上げたいという

ふうに思います。先般、西都警察署におきまし

て、けん銃射撃訓練中の署員が誤って実弾を発
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射するという事故が発生したところでございま

す。幸い、けが人等はなかったわけでございま

すけれども、本件はけん銃取り扱いの原則を逸

脱したものでございまして、今後、全警察官に

対する指導教養を徹底いたしまして、再発防止

に万全を期してまいる所存でございますので、

よろしくお願いをいたします。

それでは、平成18年６月定例県議会提出議案

の議案第11号「財産の無償貸付について」につ

きまして、御説明を申し上げたいというふうに

思います。

、平成18年６月定例県議会議案書の27ページと

お手元に配付しております資料１をごらんいた

だきたいと思います。まず 「財産の無償貸付に、

ついて」の議案に先立ちまして、本議案を上程

することとなりました「緑ヶ丘警察職員住宅の

建設及び賃貸・管理事業」につきまして、その

要点を、本事業の概要、本事業を実施すること

についての宮崎県のメリット、本事業の進捗状

況及び今後の予定、無償貸付についての法律的

な判断の４つに絞りまして、そのあらましを御

説明申し上げます。

、最初に、本事業の概要についてでありますが

お手元の資料１に記載しておりますとおり、延

岡警察署管内に所在する県有地を民間事業者に

無償で貸し付け、この民間事業者に無償で貸し

付けた県有地における警察職員住宅の設計、建

設及び賃貸・管理事業を行わせるものでありま

して、その主眼、効果といたしましては、宮崎

県の財政負担の軽減と、勤務部署管轄内居住を

義務づけられている警察職員の職員住宅の継続

的安定確保を両立させようとするものでござい

ます。

次に、本事業を実施することについての宮崎

県のメリットについてでございますが、本事業

実施に当たりまして、宮崎県の財政負担は職員

の住居手当のみで、職員住宅の設計費、建設費

及び賃貸・管理に要する費用のすべてを民間事

業者が負担しますことから、宮崎県の財政負担

は大幅に軽減されることになります。ただし、

この警察職員用住宅の建物にかかる固定資産税

につきましては、建物を民間事業者が所有しま

すことから民間事業者の負担となりますが、県

有地にかかる市町村交付金、これは公共団体が

、支払う固定資産税のことでございますけれども

これだけは既存の職員宿舎と同様に県が負担す

ることとなります。

次に、本事業の進捗状況及び今後の予定につ

いてでございますが、既に県と民間事業者との

。間で用地貸付に係る仮契約を締結しております

今議会の議決により承認をいただきましたら、

宿舎建設に着工し、平成19年２月の供用開始を

予定しているところでございます。その後、平

成59年３月までの約41年間にわたりまして本事

業を継続実施していくこととしております。

最後に、本議案の根幹をなす「財産の無償貸

付けについて」についての法律的な判断につい

て御説明をいたします。県有の財産を有償で貸

し付けるなどの行為は 「財産に関する条例」及、

び「公有財産取扱規則」などを根拠にこれまで

行われているところでございます。ところが、

本事業につきましては、県有地を無償で民間事

業者に貸し付けることを前提としておりますこ

とから 「財産に関する条例」によりこれが可能、

、であるかについて検討いたしました。その結果

本事業につきましては、さきに申し上げました

ように、勤務部署管轄内居住を義務づけられて

いる警察職員の専用住宅の安定的確保を図ろう

とするものであります。加えて、それぞれの地

域における治安維持に密接不可分な事柄であり
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ますことから、県民生活への影響も大きく、公

益性の高いものとは判断されるところでござい

ます。しかしながら、本事業の貸し付けにつき

ましては 「財産に関する条例」において無償貸、

付ができるとされる範疇としてとらえることは

困難と思料されますことから、本条例による無

償貸付はできないとの判断に至りました。

そこで 「財産に関する条例」の根拠でありま、

す地方自治法第237条の規定にその解釈を探りま

した 「財産に関する条例」第１条では 「この。 、

条例は、法令又は他の条例に特別の定めのある

ものを除くほか、地方自治法第237条の規定によ

る財産に関し、必要な事項を定める 」とされて。

おります。その第237条第２項におきましては、

お手元の資料下段の４の「議会の議決の必要

性」に記載しておりますとおり 「普通地方公共、

団体の財産は、条例又は議会の議決による場合

でなければ、これを交換し、出資の目的とし、

若しくは支払手段として使用し、又は適正な対

価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けて

はならない 」と規定されており、これは、無償。

貸付は原則禁止するが、条例または議会の議決

による場合には無償で貸し付けができるものと

解されます。さきに申し上げましたように、本

事業につきましては条例では無償貸付ができな

いわけでございますが、この地方自治法第237条

第２項の「議会の議決」という条文を根拠とす

れば、無償貸付が可能であるというふうに判断

をしたところでございます。

ここにいう「議会の議決」についてでござい

ますが、お手元の資料下段の４の「議会の議決

の必要性」に記載しておりますとおり、地方自

治法第96条第１項では 「条例で定める場合を除、

くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若し

くは支払手段として使用し、又は適正な対価な

くしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けるこ

と 」を議会の議決事件と規定しております。。

よって、県有地の無償貸付を前提にしておりま

す本事業を実施に移すためには、議会の議決を

経なければならないことから、今回議決いただ

きたく、本議案を議会に上程したものでござい

ます。

なお、県有地を無償で貸し付ける理由につき

ましては、仮に「公有財産取扱規則」などの規

定により算出した正規の財産貸付料約562万円を

徴収するとした場合、その負担は職員が支払う

家賃にはね返りまして、その分周辺の民間ア

パートより家賃が高くなるということになりま

す。そうしますと、管内居住を義務づけられて

いる職員に対し、経済的に負担を強いることに

なりますことから、無償での貸し付けとしたも

のでございます。

次に、27ページの議案第11号に掲げておりま

す各事項について御説明をいたします。

議案第11号の「財産の無償貸付けについて」

につきまして、これまでに御説明申し上げまし

たことから、地方自治法第96条第１項第６号の

規定により、県議会の議決を求めるものでござ

います。

貸し付けの目的につきましては、県有財産で

ある土地を警察職員専用住宅の建設等の用地に

供するためでありまして、その必要性につきま

しては、先ほど御説明申し上げましたとおりで

ございます。

所在地につきましては、延岡市緑ヶ丘２丁

目31番45号でございます。

また、土地の面積につきましては、4,375.25

平方メートルでございます。

貸付期間につきましては、契約発効の日から

平成59年３月31日までとしております。貸付期



- 5 -

間の根拠といたしましては 「公有財産取扱規、

則」第15条第１項第２号におきまして、堅固な

建物の所有を目的とする土地の貸し付けにつき

ましては、30年間を超えない期間で貸し付ける

ことができることとなっております。また、同

条第１項第３号におきまして 「貸付期間は、更、

新することができる。この場合において、更新

のときから前項に定める期間を超えることがで

きない」と規定されておりますことから、この

規定に従えば、最長60年間貸し付けることが可

能となりますが、民間事業者に常に良好な居住

環境を維持してもらうことのできる相応の期間

と民間事業者の採算性の双方を考慮しまして、

延長期間と建設にかかる期間等を含め、平成59

年３月31日までの約41年間を貸付期間としてお

ります。

貸付先につきましては、緑ヶ丘リビングサ

ポート株式会社でございます。この民間事業者

の決定方法につきましては、公募型プロポーザ

ル方式により広く一般に公募いたしました。た

だし、応募できる事業者の条件として、県内事

業者育成の観点から、建設事業者につきまして

は、宮崎県内に本店を有する事業者を１社以上

含めることを条件といたしました。この結果、

森林都市・吉原・菱熱グループを本事業の優先

交渉権者として決定をいたしまして、建築の主

体工事部分は、宮崎県内に本店を有する吉原建

設株式会社が実施することとなっております。

本事業は、安定性、継続性が求められる事業で

ありますので、連鎖倒産などのリスクを回避す

るため、本事業のみを実施する特別目的会社

「ＳＰＣ」を設立することといたしました。こ

れにより、森林都市、吉原建設、菱熱の３事業

者から成る緑ヶ丘リビングサポート株式会社が

設立されております。

以上で県有地の無償貸付に係る議案について

の説明を終わらせていただきますが、最後に、

本事業の有用性について説明させていただきま

す。

本事業は、県の財政負担の軽減を図ることは

もちろんのことでございますが、警察職員が県

、民の居住する地域に生活拠点を置くことにより

県民が享受する安全・安心等の利益を守ること

にも大きく寄与するものでございます。また、

財政基盤の脆弱な本県におきましては、今後も

財政の硬直化は避けられず、公共事業が伸びる

、とは予想しがたい状況にある中で、設計、建設

賃貸・管理に県費を必要としない本事業をぜひ

とも成功させ、これをリーディングケースとし

て今後の警察職員住宅の建てかえが継続的かつ

円滑に進められることとなれば、地域の経済の

活性化にも大きく貢献することができるものと

いうふうに考えております。本件議案につきま

しては、本事業の有用性等を総合的に御判断い

ただき、御了承くださいますようによろしくお

願いを申し上げます。

次に、平成18年６月定例県議会提出議案の報

告第１号「専決処分の承認を求めることについ

て」と、報告事項「平成17年度宮崎県繰越明許

費繰越計算書」につきまして、御説明をいたし

ます。

まず、報告第１号「専決処分の承認を求める

ことについて」でございますが、これは、平

成17年度宮崎県一般会計補正予算（第７号）の

公安委員会関係歳出予算でございます。明細に

つきましては、お手元の平成18年６月定例県議

会提出予算事項別明細書の67ページにございま

す （款）警察費 （項）警察管理費 （目）警。 、 、

察本部費 （節）職員手当等の金額マイナス20、

万5,000円でありまして、退職手当の支給額が確
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定したことに伴いまして、その不用額を補正す

るものでございます。

次に、報告件名「平成17年度宮崎県繰越明許

費繰越計算書」について御説明をいたします。

お手元の平成18年６月定例県議会提出報告書168

ページの一番下の欄にありますとおり、警察本

部の平成17年度の繰越明許費は、信号機等のデ

ザインポール共架整備事業3,100万円であります。

これは、電線を地下配線した上で交差点に信号

機を設置する事業でございますが、道路管理者

の関連工事が年度内に終了しないため、都城市

の西都城駅前地区の３交差点分の事業費を平

成18年度に繰り越すものでございます。

次に、平成18年６月定例県議会提出報告書の

報告件名「損害賠償額を定めたことについて」

につきまして、御説明をいたします。お手元の

平成18年６月定例県議会提出報告書の３ページ

の上から４番目の事案から７番目の事案の計４

件でございます。

１件目は、平成17年10月16日に発生した交通

事故でございます。警察本部警備第一課の警察

官が、宮崎市大塚町乱橋4512番地、県営住宅大

塚Ｃ団地の駐車場内において、公用車を転回し

ようと後退した際、同駐車場に駐車するため停

車していた相手方の軽自動車に衝突したもので

ございます。相手方車両の修理費用として、21

万9,543円を損害賠償金として県費で支払うもの

でございます。

２件目は、平成17年11月28日に発生した建造

物損壊事故でございます。都城警察署の警察官

が、小型警ら車を運転して警ら中、深夜で暗

かったため、道路左側にある側溝に落下寸前に

気づき、とっさにハンドルを右に切った際、相

手方が居住する家屋の支柱に衝突したものでご

ざいます。相手方家屋の修理費用として、18

万6,795円を損害賠償金として県費で支払うもの

でございます。

３件目は、平成17年12月22日に発生した交通

事故でございます。串間警察署に勤務する警察

官が、交通事故現場へ向かっている途中、串間

市大字奈留6702番地先、国道220号線上において、

前方を走行していた相手方が運転する普通貨物

自動車に追突したものでございます。相手方車

両の修理費用として、22万9,110円を損害賠償金

として県費で支払うものでございます。

４件目は、平成18年２月６日に発生した交通

事故でございます。高鍋警察署の警察官が、小

型警ら車を運転して警ら中、児湯郡高鍋町大字

北高鍋3574番地先交差点において、相手方が運

転する軽自動車と衝突したものでございます。

本件交通事故に関しまして損害賠償額は16万138

円でございまして、過失相殺した結果、13

万2,613円を県費で支払うものでございます。

以上でございます。よろしくお願いをいたし

ます。

次に 「青色回転灯を装備○井上生活安全部長 、

した自動車による自主防犯パトロールの推進状

況について 、御報告をいたします。」

お手元の資料２をごらんいただきたいと思い

ます。御案内のとおり、平成13年６月、大阪の

池田小学校におきまして児童殺傷事件が発生し

て以来、全国の小学校等におきまして各種の不

審者対策が図られてまいりました。その結果、

不審者侵入事案が減少しているところでありま

す。しかしながら、最近、広島県、栃木県、５

月の秋田県、各県におきまして下校中の児童が

。殺害される事案が相次いで発生をしております

そのため、地域住民等によります自主防犯活動

の必要性が叫ばれるようになりまして、登下校

中の児童の安全を確保するため、パトロール隊
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でありますとか見守り隊などが次々と誕生しま

して 「地域の安全は地域で守る」という機運が、

一気に高まってまいりました。このように、子

供の安全を守り、あわせて犯罪の抑止のため、

自主防犯団体等によります青色回転灯を装備し

たパトロールカーの活用が図られるようになり

ました。国土交通省と警察庁の間で青色回転灯

を装備する場合の自動車の取り扱いについて締

結がなされました。一定の条件のもと、青色回

転灯の装備が認められるようになったものであ

ります。

この青色回転灯を装備した自動車で自主防犯

パトロールのできる団体としましては、県また

、は市町村、知事、警察本部長もしくは警察署長

または市町村長から防犯活動の委嘱を受けた団

体及び委嘱を受けた者により構成される団体、

地域安全活動を目的として設立されました公益

法人あるいはＮＰＯ法人、自治会などでありま

す。また、その条件としましては、継続的な自

主防犯パトロール活動ができること、パトロー

ル中の事案に対し適切に対応できることとなっ

ております。

申請手続の概要につきましては、近年の防犯

活動の機運の高まりを受けまして、道路運送車

両の保安基準に「自主防犯活動用自動車」が定

義されまして、本年７月１日から手続が簡素化

されることになっております。まず、地元の警

察署を通じまして、警察本部長あてに自主防犯

パトロール活動を実施できる団体である旨の証

明申請がなされますが、この申請に基づきまし

て審査を行います。申請どおりの団体であるこ

とが認められれば、証明書、標章などの交付を

行い、青色防犯パトロールの開始となります。

改正前は、警察の審査の後、地方運輸局等にお

ける基準緩和の認定審査等があり、申請から２

カ月ほどの期間を要していましたが、改正後は

２週間程度で活動できるようになるものと思わ

れます。

。次に、本県の運用状況等についてであります

青色回転灯を装備しました自動車、いわゆる青

色防犯パトロール車は、本年５月末現在で23団

体等の76台が活動をしております。この団体の

内訳としましては、日向市や清武町などの８自

治体、公益法人である県防犯協会連合会や小林

地区防犯協会などの地区防犯協会が９団体、

「都城・北諸地域安全パトロール隊」や都農町

の自主防犯パトロール隊「ブルーアウル 、延岡」

市の「東海子ども安全パトロール隊」など、市

や警察署から委嘱を受けた防犯ボランティア団

、体が６団体となっております。さらに本県では

ＪＡ共済連宮崎が、県内の31全市町村に対しま

して55台の白黒ツートンカラーの青色パトロー

ルカーを寄贈していただくことが決まっており

まして、本年７月中旬以降は全市町村におきま

して約130台の青色パトロールカーが活動するこ

ととなります。

最後に、青色パトロールカーの効果でありま

す。昨年の７月、嘱託職員２名を採用しまして

青色パトロールカーによる防犯パトロール活動

を開始しました清武町では、空き巣ねらいなど

窃盗犯の未然防止の呼びかけ、小中学校の児童

生徒に対する声かけ事案等の子供犯罪被害防止

活動、放置自転車・自動車の違法駐車等に対す

る広報活動の環境浄化活動、町民の防犯意識の

高揚の推進などの活動を行っております。その

結果、表に示しましたとおり、平成17年の下半

期と平成16年の下半期の刑法犯の認知件数と交

通事故の発生件数を比較してみますと、刑法犯

の認知件数がマイナス50件で、対前年比マイナ

ス30.3％、交通事故の発生件数につきましても
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マイナス18件で、対前年比マイナス9.8％となっ

ています。これらの数字がすべて青色パトロー

ルカーによる活動効果とは断言できませんが、

かなりの効果があったものと考えております。

なお、清武町は、昨年末にさらに１台の青色パ

トロールカーを導入しまして、本年４月からは

嘱託職員２名を増員しまして活動を継続中であ

ります。

警察といたしましては、地域の安全・安心、

子供の安全確保のため、今後も青色パトロール

カーの活動を支援していきたいと考えておりま

す。以上であります。

次に、財団法人宮崎県暴力追○石村刑事部長

放県民会議の経営状況について、御報告をいた

します。

お手元の平成18年６月定例県議会提出報告

書149ページの「財団法人宮崎県暴力追放県民会

議 平成17年度事業報告書」をごらんいただき

たいと思います。御案内のとおり、宮崎県暴力

追放県民会議は、県から３億円、市町村から１

億円、民間の寄附１億円の５億円を基本財産と

して平成４年４月１日に設立され、基本財産の

果実収入及び公安委員会の委託事業費等をもと

に、１の事業概要記載のとおり 「暴力のない安、

全で住みよい宮崎」実現のため、県民総ぐるみ

による暴力追放・暴力団排除活動を推進してい

るところであります。しかし、近年の超低金利

時代の到来から果実収入が激減いたしましたの

で、平成15年度まではその不足分について県か

ら補助を受けて諸事業を展開してきたところで

あります。ところが、平成16年度からは県から

の補助金が全額廃止されましたので、広報活動

費や人件費などを削減し対応したのですが、い

かんともしがたく、平成16年度以降２年連続で

基本財産の一部を取り崩し、事業をしてきたと

ころであります。

次に、２の事業実績でありますが、主なもの

として、暴力追放のための広報・啓発活動、暴

力相談活動、委託事業としての事業所に対する

責任者講習の実施など、資料記載の８つの項目

の事業を推進しているところであります。

次に、資料153ページの収支決算であります。

平成17年度の収入につきましては、基本財産運

用収入は731万4,717円であります。これは、基

本財産の利息収入と、基本財産で北海道債及び

大阪府債を購入した際生じました利益の償還差

益先取り分を含んでおります。基本財産取崩収

入は500万円であります。事業収入は218万2,000

円であります。これは県公安委員会からの責任

者講習受託収入であります。負担金収入は315万

円で、これは市町村連合会からの負担金であり

ます。賛助金収入は273万5,000円で、これは104

の団体及び企業と個人13名の方々からの賛助金

であります。雑収入は2,499円で、これは預金を

しております基本財産の受取利息であります。

前期繰越収支差額は206万9,782円となっており

ます。合計は2,245万3,998円であります。

一方、支出につきましては、事業費は950

万9,059円、管理費は772万1,124円であります。

特定預金支出は72万8,535円で、これは退職給与

引当預金支出によるものです。次期繰越収支差

額は449万5,280円で、合計は2,245万3,998円で

あります。

次に、154ページの財産目録についてでありま

す。資産の部は、預金及び未収会費の流動資産

が456万2,787円、基本財産で購入しました投資

有価証券、定期預金と退職給与引当預金の固定

資産が４億9,932万5,520円の、合計５億388

万8,307円であります。

負債及び正味財産の部は、未払い金、預り金
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等の流動負債が６万7,507円、退職給与引当金の

固定負債が432万5,520円、正味財産が４億9,949

万5,280円で、合計の５億388万8,307円となって

おります。

次に、155ページの平成18年度事業計画書につ

いて御説明いたします。基本方針、事業計画は

前年度と同様ですが、本年も昨年に引き続き、

県民総ぐるみによる暴力追放・暴力団排除活動

のさらなる活性化を図っていくこととしており

ます。

次に、160ページの収支計画であります。収入

としましては、基本財産運用収入が800万円、事

業収入が218万2,000円、負担金収入が305

万9,000円、賛助金収入が280万円、雑収入及び

前期繰越収支差額が449万7,000円で、合計

は2,053万8,000円としております。

一方、支出につきましては、事業費が1,181

万9,000円、管理費755万6,000円、投資活動支出

及び予備費116万3,000円、合計2,053万8,000円

を予定しております。

なお、平成18年度は、平成17年度の基本財産

の運用による増収によって平成18年度への繰越

収支差額が増加し、平成18年度においても基本

、財産の運用による増収が見込まれますことから

基本財産の取り崩しは回避することができまし

た。

以上、財団法人宮崎県暴力追放県民会議の平

成17年度の事業報告及び平成18年度事業計画の

報告を終わります。以上でございます。

なお、本事業報告等は、５月30日に行われま

した第22回理事会において承認をされておりま

す。

本年度も、県民総ぐるみによる暴力追放・暴

力団排除活動を強力に推進してまいる所存であ

りますので、御指導、御協力をよろしくお願い

をいたします。以上でございます。

次に、県内の交通事故の現状○伊藤交通部長

と対策について御説明いたします。

お手元の資料３をごらんください。まず、１

の過去５年間の交通事故発生状況の推移につい

てであります。県内の交通事故は、近年、人身

事故の発生件数が５年間で約1.5倍に増加してお

ります。一方、死者数につきましては、昭和47

年の171人をピークに、昨年は78人まで減少して

おりますが、人口10万人当たりの死者数に換算

しますと、本県は6.7人で全国平均の5.4人を上

回り、九州では佐賀、大分に次いで高い比率と

なっています。

次に、２の本年の交通事故発生状況について

であります。全国の交通事故は、発生件数、死

者数、負傷者数とも減少傾向が見られるところ

であります。一方、県内におきましては、死者

数は昨日現在39人で、昨年同期と同数となって

おりますが、発生件数、負傷者数につきまして

はわずかに減少をしております。

次に、３の交通事故の主な特徴についてであ

ります。本年４月末の人身事故分析の結果、特

徴点としては、原因別では、わき見運転や安全

不確認による事故が多く、全事故の約７割を占

めていること。年代別当事者では、30歳未満の

若い世代の事故が多く、また、全事故に占める

高齢者の割合が年々高くなっていること。路線

別では、市町村道での発生が最も多く、４割以

上を占めていること。事故類型別では、追突事

故が全事故の約４割、出会い頭事故が約３割を

占めていることなどが挙げられます。また、死

亡事故につきましては、昨年同様、死者数に占

める高齢者の割合が高く、本年も約５割を占め

ております。それに依然としてシートベルト非

着用の死者が多く、５月末の四輪乗車中の死
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者19人中10人がシートベルト非着用で、そのう

ち６人はシートベルトを着用しておれば命は助

かったものと思われます。

次に、４の交通事故防止総合対策についてで

あります。本年の対策につきましては、昨年の

交通事故分析結果と本年の交通事故の発生状況

等を踏まえながら、昨年に引き続き、高齢者の

交通事故防止を基本にした次の重点対策を総合

的に推進しているところであります。

まず （１）の高齢者対策についてであります。、

高齢者対策については、世代間交流による交通

安全教育を初め、ことしから、高齢者が日常利

用している温泉、福祉施設などを交通安全シル

バー連絡所に指定し、管理者や施設などを利用

する高齢者と情報交換を行い、その情報などに

基づいた高齢者宅訪問指導等を実施するなど、

地域に踏み込んだ高齢者対策を推進していると

ころであります。また本年度は、新たに「高齢

者のための信号機新設整備事業」が認められま

したので、３カ年で22基の信号機を整備する計

画であります。

次に （２）の運転者対策については、運転者、

教育のさらなる推進と、交通事故に直結する悪

質・危険性の高い違反の取り締まり強化、それ

に、６月１日に施行されました新しい放置駐車

対策によって迷惑性の高い違法駐車を排除し、

良好な駐車秩序の確立を図ってまいります。ま

た、全国的に社会問題となっています自転車の

マナーアップ対策につきましては、新しいイエ

ローカードを作成して、違反者に対しては、現

在このカードを使用した指導警告を強化してい

るところであります。そのほか、ことしも無事

故・無違反コンクール「第７回みやざき安全運

転・チャレンジ200」を実施し、運転者の安全意

識の高揚を図っているところであります。

次に （３）の交通事故多発交差点等対策につ、

いては、交通規制の見直し、整備を初め、道路

管理者と連携した交通安全対策を引き続き継続

してまいります。

次に （４）の夜間（薄暮時）対策については、、

年間を通して、夜間の飲酒運転取り締まりを通

じて夜間の交通事故防止対策の強化を図ってい

るほか、今後も反射材の利用促進を県民に呼び

かけてまいります。

以上、主な対策のみを説明いたしましたが、

交通事故防止対策は警察のみでなし得るもので

はありませんので、今後とも、自治体を初め関

係機関・団体との連携強化を図りながら効果的

な対策を推進してまいる所存であります。

最後に、新たな駐車法制の施行についてであ

ります。６月１日から道路交通法改正に伴う新

たな駐車法制が施行され、特に宮崎市内の市街

地を中心とした地域においては、民間の駐車監

視員制度の運用を開始したところであります。

昨日現在、駐車監視員による放置車両確認件数

は70件であります。また、宮崎市内の幹線道路

における放置車両は、施行前と比較して約80％

以上減少し、放置車両の解消に一定の効果が見

られますが、引き続きその実態把握に努めてま

いりたいと考えております。

警察としましては、新制度の施行に備えて、

県内で駐車規制総延長距離の12.8％に上る駐車

規制の緩和、新制度の説明会等による周知など

を実施したところであります。その結果、施行

、後の現場におけるトラブルや大きな問題もなく

比較的スムーズに新制度がスタートしたところ

であります。今後とも関係機関・団体、地域の

皆さんの御意見を聞きながら的確な運用に努め

てまいりたいと考えております。

委員の皆様には、県民を交通事故の脅威から
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守るために、今後とも交通安全活動に対する御

理解と御支援、御協力を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。以上であります。

執行部の説明が終了しまし○外山良治委員長

たが、その他の報告事項の質疑については後ほ

どお受けしたいと思いますので、まず、議案・

報告事項関係についての質疑はありませんか。

今回の財産の無償貸付に関します○山口委員

議案について、もともとこういう建設方法があ

るのではないかということで、議会からもたび

たび指摘をされておりまして、それは基本的に

は知事部局に対してでありましたけれども、知

事部局以外の県警察本部、教育委員会それぞれ

も含めて、私たちはどちらかといえば積極的に

進めていいんではないかと、何も行政職員の宿

舎をすべて、行政が土地を購入し、建物を建設

し、それを厳しい財政の中から起債償還という

形でということをやらずとも、土地は提供する

けれども、民間に建設をしていただき、家賃と

いう形で県債償還分を民間業者に支払う。一方

では、その施設の管理等はすべて民間業者の方

で請け負いますから、管理業務からの回避とい

うことで、皆さん方も楽になるのかなと思って

おります。私の近所だからというわけでもない

んですけれども、どのような建物が建つことに

なるんですか。そしてまた、間取り等を含めて

内容等がわかれば御説明をいただけませんか。

お答えします。○椎警務部参事官

延岡の緑ヶ丘地区に予定しております職員住

、宅につきましては、１ＬＤＫ（35平米）が36戸

２ＬＤＫ（60平米）が９戸、３ＬＤＫ（72平

米）が６戸、計51戸を２棟で予定をしておりま

す。１ＬＤＫについては単身者を想定しており

ます。２ＬＤＫについては、小家族といいます

か、小さい子供さんがおられるところ。３ＬＤ

Ｋには家族がもうちょっと多い方を予定してお

ります。以上であります。

この説明書の中で、警察力を迅速○山口委員

かつ的確に対応するために 「いわゆる待機宿舎、

制度」という表現が出てきているんですね。今

、の御説明では、待機宿舎ではあっても、小家族

また普通の一般家族を15世帯入れるということ

でありますので、それはそれで構わないと思っ

ていますが、警察職員も、子女の教育の関係あ

るいは両親の介護の関係で、なかなか居住地域

に住むことができないという人も出てきており

まして、他の警察署はわかりませんが、延岡警

察署でも遠方から電車を使って通勤される方も

おられるようであります。そこらについては構

わないんですが、要は、新しく建設されて、そ

こにお越しをいただくわけでして、皆さん方の

職務の重要性あるいは秘密性等々含めて理解い

たしますけれども、もう一方では地域住民とい

う立場もあるわけでありますので、地域活動や

子供会活動等を含めて、何も参加しないことが

警察官の中立性であるという感じを持たれる方

、もおられるようですけれども、そうではなくて

よりよき近所としてのおつき合い等をぜひとも

お願いいたしたいと思っております。そこにつ

いては要望ということで結構でございます。よ

ろしくお願いいたします。

ほかありませんか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他の報告事項等○外山良治委員長

について質疑はありませんか。

「損害賠償額を定めたことについ○中村委員

て」というので報告がございましたが、警察関

係で80万円ぐらいの損害賠償が支払われておる

わけですけれども、我々一般の者が事故等を起

こした場合は、対物保険とかその他で自分で支
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払うわけですよね。これはそういった保険等は

掛けていらっしゃらないんですか。

いわゆる任意保険のことかと○田畑警務部長

思います。もちろん自賠責保険につきましては

全車加入しておりますけれども、任意保険につ

きましては、正確ではないんですけれども、警

察保有車両の30％前後でございまして、残りの

多くのものは自賠責のみの加入でございます。

一般には任意保険等ですべてがこういった場合

、賠償されるかと思うわけでございますけれども

、今言いましたように、そういったような関係で

どうしても保険だけでやれないという部分が出

てまいりますので、県費による損害賠償という

。形をとらざるを得ないということでございます

できるだけ任意保険の加入率も高めていきたい

と考えておるわけでございますが、何分にも保

有車両の数が非常に多いということもありまし

て、大ざっぱな言い方ですが、現時点では３割

程度の加入率という状況でございます。今後と

も加入台数をふやしていく努力を続けていきた

いというふうに考えておりますので、御理解よ

ろしくお願いしたいと思います。

任意保険の状況ですけれど○椎警務部参事官

も、平成９年から予算措置していただきまして

加入を進めておりますが、現在、県有車両全体

で四輪、二輪合わせて934台あります。四輪につ

いて言いますと656台ですけれども、このうち

の240台について任意保険に加入しております。

加入率は、先ほど部長が申し上げましたよう

に36.6％ということでございます。今後とも予

算を確保しまして加入率の向上には努める所存

であります。以上であります。

一般の県民に任意保険に入ること○中村委員

、については指導しなければならない立場の中で

任意保険が少ないというのは、重大事故が起き

たら大変なことになると思うんです。私どもは

こういう損害賠償された報告については、今ま

でずっと、ああ、そうなのかと見過ごした部分

、があるんですけど、警察署だけで80万ぐらいで

トータルしたら100万超えるわけですね。そうな

。ると、一般民間人としては自分たちで金を払う

公務で行ってるときでも払うんですか。これは

任意保険にも入らにゃいかんが、自己責任とい

うことも考えにゃいかないのではないかなとい

、う気がするんです。山口さんが言ったと思うが

相手方の名前はここに載るんですよね。ところ

。が、事故を起こした当事者の名前は載りません

ここの報告書の中で事故を起こしたのはだれな

のかというのを載せれば、こういうのが載るん

だよと。我々は相手方を知る必要はない。被災

。者の方を知ったって全然意味がないわけだから

こういうことがあれば、県職員といえども、事

故を起こした人の名前もこういうところに載り

ますよとすれば、より事故に対して気を使い、

安全な運転をされるんじゃないか。もちろん警

察官の方々ですから安全運転には十分な努力は

されておるんでしょうけれども、相手方を書く

んなら、その当事者も書かにゃ手落ちじゃない

かなという気がするんですが、いかがなもんで

しょうか。

この報告書につきましては、○田畑警務部長

規定に従っておるということで御理解をいただ

きたいというふうに思います。

ただ、委員御指摘のとおり、警察官は一般の

人よりも高い職業倫理と申しましょうか、特に

交通安全につきまして、一般の人より非常に高

い倫理を当然求められておるというふうに私ど

も理解しておりまして、そういったことで、職

、場での教養であるとか、いろんな指示の機会に

特に交通安全についてしっかりとやって、県民
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の模範となるような運転をしっかりするように

心がけなさいということで、日ごろ指導してき

ておるところでございます。確かに、事故等も

ございまして損害賠償等で県費の支出もお願い

しているということを含めまして、今後とも職

員には、県民よりも当然運転技能も高くて、運

転マナーも高い必要があるんだということをこ

れからもしっかりと指導していきたいというふ

うに考えておりますので、御理解よろしくお願

いします。

警務部長と参事官に反論するわけ○山口委員

ではないですけれども、任意保険の加入は、今

答弁があったようなことがスタートだったと私

は理解していないんです。平成７年か８年かで

したか、初動捜査に出かけようとするパトカー

が交通事故を起こしたことがありまして、その

時点では県警察本部の所有する車両には自賠責

だけで任意保険は掛けてありませんでした。そ

れはおかしいではないかという議会の指摘があ

、りまして、掛けるようにはなりましたけれども

全車両に果たして掛ける必要があるのかないの

かということと、費用対効果を考えましたとき

に、必要最小限に任意保険を掛けることとし、

仮に事故が起こった過去の賠償額を平均して推

測してみると、それは保険金の掛金額に満たな

、い形で処理できると。そういうことである以上

任意保険を掛けるべきか掛けざるべきかという

部分については、必要度合いをはかりまして、

その中で任意保険の加入率を高めていくことだ

と、それがまさに費用対効果であるという姿勢

があったと思うんです。ですから、先ほどの県

有車両四輪、656台中240台、36.6％が加入して

おりますという言葉の裏返しとして、100％の加

入率を目指していますということではないんだ

ろうと思うんです。ですから、必要最小限こう

いった車両には掛けておきたいと、しょっちゅ

う稼働する車なのか、あるいは狭い路地を走る

車なのかよくわかりませんが、そこらは取捨選

択されてその加入率を図っていくということで

はなかったのかなと思いますが、いま一度そこ

らについての取り組み姿勢を御説明いただけま

せんか。

お答えいたします。○椎警務部参事官

今、山口委員御指摘のとおり、平成８年にそ

ういうことが問題になりまして、先ほど申し上

げましたように、平成９年が当初41台加入して

、おります。今御指摘のありましたように、当然

緊急走行します、いわゆる事故に遭遇するおそ

れがある、事故を惹起するおそれがある警察車

両について優先的に加入をするということで進

、めております。最後の部分の指摘がありました

どの辺まで充足をすればいいのかという点につ

いては、何台までがそういう緊急走行で、これ

までは入れなければならないというのを、ここ

に資料として持ち合わせておりませんのでお答

えできませんが、委員がおっしゃるような方向

での加入というのは十分我々も頭の中に置いて

やっております。

そういうことだったと思うんです○山口委員

ね。ですから、県の財政に余裕があれば全車両

に掛けるのが一番いいんですよ。しかし、財政

が厳しい状態ですし、限られた財源の中でどう

対応しようかとすれば、必要最小限のものの加

入を目指して、あとは、表現がふさわしいかど

、うかわかりませんが、掛ける掛金の金額よりも

事故が起こって支払う金額の方が少ないのが現

状だから、そこは事故防止を呼びかけようとい

うことで対処していくべきなのかなと思ってい

ます。ただ、先ほどの警務部長の御報告では、

避け切れなかったとかいうような事故ではなく
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て、疲れなのか、注意がほかの方に行ってし

まったのか、やむを得ない事故という気がしな

いんですね。そこらについては職員の引き締め

を含めて図っていただきたいと思います。

先ほど交通部長から御報告がありましたが、

資料３の説明の事故類型別という中で、追突40

％、出会い頭29％というのがあるんですが、追

突というのは走行中の追突なんですか、それと

も交通信号とか一旦停止でとまっているのに追

突という形、どんな形の追突がこれは多いんで

すか。

追突とわき見が多いという類○伊藤交通部長

型なんですけど、追突は、一般的に言えますこ

とは、信号停止をした車、あるいは信号停止の

ために減速をした車、それに車が追突というの

が多いようです。件数については割合等は出て

おりませんけど。ですから、一般的には、走行

しながら、前の車が信号でとまろうとした、あ

るいはとまった、それに気づくのがおくれて追

突というのが多いようです。

自主防犯パトロール、わかっ○外山三博委員

ていれば教えてほしいんですが、ＪＡ共済連か

ら55台を31市町村に寄贈を受けたと書いてあり

ますが、55台新車を寄贈したら相当なお金にな

りますよね。これはＪＡ共済連が自主的に寄贈

したいという申し出があったんでしょうか。そ

れとも、市町村団体の方からそういう動きが

あってということなんですか。大きな金額だも

のだから、経緯がわかっておれば教えてくださ

い。

先ほどの55台という数に○井上生活安全部長

つきましては、何周年かわかりませんが、ＪＡ

共済連の記念事業で、今、非常に子供が巻き込

まれる犯罪等も多いので、何らかの社会貢献が

したいということで、ＪＡ共済連の方から寄贈

したいという申し入れがありまして、各市町村

から、あなたのところは何台欲しいですかとい

うような希望等をとりまして、７月に寄贈式を

。ＪＡ共済連の方で行うということでございます

普通車ですか、どのくらいの○外山三博委員

車ですか。

55台のうち、普通車○井上生活安全部長

（1000ccクラス）が30台、軽自動車が15台であ

ります。

報告事項、宮崎県暴力追放県民会○山口委員

議について伺います。よく聞こえなかったんで

すが、過年度と次年度の予算差は200万ぐらいし

かないんですが、中身を拝見しますと、事業収

入、負担金収入、寄附金収入そんなに差がない

んですけど、なぜ基本財産取崩収入が今年度は

ないと言ったんですか。

基本財産の運用を、各自治体○石村刑事部長

の起債等を買っておるんですが、これを利率の

いい分に切りかえたりした分の差額の収入が

あったり、基本財産自体の利率が向上したとい

うこと。それから表を見てもらえばわかります

が、繰り越しが若干余裕があるといったような

ことから、18年度は基本財産の取り崩しまでは

必要ないということでございます。

事業費そのものは200万しか圧縮し○山口委員

てないんですよね。そんなに運用収入がよく

なったといっても、これも730万の800万ですか

ら70万差、結果的には前期繰越によって救われ

たという、何かちょっと必ずしもという感じで

すね。わかりました。

いま一つの賛助金収入、個人の寄附、13名を

、含めて273万5,000円、非常にありがたいですし

香典返しもこんなとこに集めた方がいいのかな

という感じを受けたんですけど、失礼ですが、

どんな方がどれほどの寄附をされるんですか。
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、○石村刑事部長 多少重複はすると思いますが

防犯協会に入っている篤志の方とか、業種の一

つの例ですが、遊技業組合だとか、それから暴

、排に御理解のある団体等が主であります。ただ

御案内のとおり、賛助金収入が若干少ないのか

なというような認識に立っておりまして、財政

基盤確立する上では、今年度は若干の賛助会員

の拡充を図ろうということで、県民会議とタイ

アップして努力しておるところでございます。

賛助会員の団体ですが、今言ったような業態、

医師会、九州電力とかそういった企業の方、個

人は公務員の方、弁護士の方、宮司さんとかい

ろいろな業種の方が賛助会員になっていただい

ております。以上でございます。

その他何かありませんか。○外山良治委員長

交通部長に御指導いただきたいん○山口委員

ですが、県北地域では、昨年度の台風の災害復

旧等もありまして随所で道路工事をやっており

ます。実は私、聞かれてわからないことなんで

すが、工事業者が行っております片側通行の交

通規制がありますよね。それぞれ２分か３分待

、つようにということで待機時間まで出てますが

あの信号の拘束力はどこまであるんですか。要

は、距離が200メートルぐらいあって向こうが見

えないならまだしも、218号でも向こうに見えて

いるのがあるんですね 「だれも来てない、行っ。

て構わないじゃないか」と言う人もおれば、

「いや、あれはあれで守らなければならない 。」

「それは交通違反の対象になるんですか」と聞

かれて、私はわかりません。あの交通信号の遵

守というか、あるいは道交法の中の位置づけと

。いうのはどう理解したらよろしいんでしょうか

端的に申し上げますと、法的○伊藤交通部長

な拘束力はございません。お互いの任意の安全

確保のために、譲り合うという精神のもとに事

業者が設置しているものでございまして、それ

をお互いに通行される方たちが任意に守ってい

ると、そして安全を確保していくという趣旨の

ものでございますので、違反したから違反にな

るというものではございませんが、今後とも信

号につきましては遵守をお願いしたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

特に深夜、早朝はだれも来てない○山口委員

のはわかっているんですよ。それを待たなけれ

ばならないのかと言われたときに、私も答えよ

うがなかったものですから、あえて伺わせてい

ただきました。

２点目は要望なんですが、車の運転代行車で

す。第１点は、スタートした時点では、それぞ

れ駐車場にかわる車庫の用地を持ってというこ

とでスタートしたと思うんですが、それまでは

だらだらと町の中に不法駐車していたのが、ス

タートした時点できちっと引き締まりました。

が、また路上にたくさんいるということで、タ

クシー運転手とのトラブルの話を聞きますもの

ですから、そこらについての指導方をお願いい

たしたいと思います。

第２点は、あの法改正によりまして、２種免

許を所持しなければならない。ただし、伴走車

の方はなくてもよろしいんですが、その２種免

許を持っている持っていないといううわさが広

がるものですから、私の方から「免許証を見せ

ろ」と言う立場でもありませんので、あわせて

この義務についての御指導方をお願いいたした

いと思います。

ほかありませんか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって警○外山良治委員長

察本部を終了いたします。
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。執行部の皆様には御苦労さまでございました

暫時休憩をいたします。

午前11時12分休憩

午前11時21分再開

それでは、委員会を再開い○外山良治委員長

たします。

本委員会に付託されました議案及び報告事項

等について、教育長並びに関係課長等の説明を

求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いをいたします。

教育委員会でございます。よろ○高山教育長

しくお願いをいたします。

御説明に入ります前にお礼を申し上げたいと

思います。さきに開催をされました高等学校総

合体育大会開会式並びに県民体育大会第60回記

念大会開会式に際しまして、外山委員長を初め

委員の皆様に御臨席を賜り、まことにありがと

うございました。この場をおかりしまして厚く

御礼を申し上げます。

また、常任委員会県北調査並びに県南調査に

おきましては、県立延岡商業高校、都城工業高

校を初め各学校等を調査していただきまして、

委員の皆様から貴重な御意見等をいただきまし

た。重ねてお礼を申し上げたいと思います。

それでは、説明に入らせていただきます。

まず、議案等についてでございますが、本定

例会に提出をしておりますのは、報告第１号

「専決処分の承認を求めることについて」であ

ります。

次に、議案以外の報告事項でございますが、

「平成17年度宮崎県繰越明許計算書」について

報告をいたします。

その他の報告事項といたしましては、前回の

常任委員会におきまして御質問のありました、

小中学校図書館における図書購入費の状況等に

、つきまして、資料を提出いたしておりますので

説明をさせていただきます。あわせて 「学校教、

育法等の一部改正に伴う特別支援学校への移行

について 、報告をさせていただきます。」

、引き続き、関係課長が説明をいたしますので

よろしくお願いをいたします。以上でございま

す。

財務福利課関係について○小田財務福利課長

御説明申し上げます。

お手元の平成18年６月定例県議会提出報告書

の後ろの方でございますが、168ページをお開き

ください。平成17年度宮崎県繰越明許費繰越計

。算書の財務福利課分について御報告いたします

下から３番目の（事業名）文教施設災害復旧

事業でございます。これは、昨年の台風14号に

より、本庄高校、延岡養護学校とライフル射撃

競技場で受けた被害に係る災害復旧事業であり

まして、のり面の土砂流出等の災害復旧工事を

行っているものであります。国の予算内示の関

係によりまして工期が不足することから、平

成18年２月定例県議会で明許繰越の御承認をい

ただき、8,000万7,000円を繰り越したものでご

ざいます。

なお、現在の進捗状況でございますが、延岡

養護学校につきましては既に完了しており、本

庄高校は６月末、ライフル射撃競技場について

は12月中旬には完了する予定でございます。

続きまして、別冊の表紙に「資料」と書いて

ある冊子の２ページをお願いいたします 「平。

成17年度県立学校における図書購入等に係る徴

収金について」であります。

、まず、徴収の目的及び徴収名目でありますが

学校図書館等の図書購入や図書関連用品の購入
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等を目的に、図書館充実費や図書費などの名目

で徴収されております。

３の徴収の有無についてでございますが、県

立の高等学校及び中等教育学校44校中、40校で

保護者からの徴収が行われております。盲・

聾・養護学校につきましては、徴収している学

校はございません。

徴収金額でございますが、徴収を行ってい

る40校の平均で、年間１人当たり1,149円となっ

ております。

主な使途につきましては、書籍の購入や視聴

覚関連のビデオ、ＤＶＤソフトの購入等となっ

ております。

財務福利課関係は以上でございます。

。○飛田学校政策課長 学校政策課でございます

今ごらんいただきました別冊の「資料」と表

示しています冊子をお願いいたします。１ペー

ジをお開きください。平成16年度における小中

学校図書館の図書購入費の状況でございます。

小学校につきましては、県全体で地方財政措置

額が7,262万4,444円であります。これに対し決

算額は9,160万3,044円であります。中学校につ

きましては、同じく地方財政措置額が6,012

万1,600円で、決算額は8,136万8,373円でありま

す。

なお、これらの地方財政措置額につきまして

は、下の米印にありますように、文部科学省が

積算したおよその額でございます。以上であり

ます。

それでは 「学校教育○渋谷特別支援教育室長 、

法の一部改正に伴う特別支援学校への移行につ

いて 、御報告をいたします。」

。常任委員会資料の１ページをごらんください

１の学校教育法等の改正の概要についてであり

ます （１）の経過についてでありますが、昨。

年12月８日の中央教育審議会答申 「特別支援教、

育を推進するための制度の在り方について」を

踏まえまして、第164回通常国会に提案されまし

、た「学校教育法等の一部を改正する法律案」が

６月15日の衆議院での可決をもちまして成立い

たしました。この法律は６月21日に既に公布さ

れておりまして、施行期日は平成19年４月１日

となっております。

次に （２）の内容についてであります。まず、、

学校教育法の一部改正についてでありますが、

最初に、特別支援学校制度の創設についてであ

ります。まず１点目は、現行の障害種別に設置

されております盲・聾・養護学校を、障害種別

を超えた特別支援学校に一本化するものであり

ます。具体的には、これからは各特別支援学校

は、設置者の判断に基づきまして、地域の実情

等に応じて複数の障害種に対応することができ

るようになるというものでございます。次に２

点目でありますが、特別支援学校においては、

小中学校等の要請に応じまして、障害による教

育上特別の支援を必要とする児童生徒等の教育

に関し、必要な助言または援助を行うように努

めることと規定されたものであります。これは

いわば、平成17年度から７つの養護学校で巡回

相談や教育相談として実施しております盲・

聾・養護学校特別支援教育センター化事業を法

律上明記したものであり、平成19年度からは、

要請があればすべての特別支援学校において対

応する必要が出てまいります。

次に、２つ目の丸ですが、小中学校等におけ

る特別支援教育の推進についてであります。１

点目は、現在、小中学校に設置されております

「特殊学級」を「特別支援学級」に名称を改め

るものでございます。内容的には現状と変わり

ございません。次に２点目でございますが、小
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中学校においては、教育上特別の支援を必要と

する児童生徒に対しまして、障害による学習上

または生活上の困難を克服するための教育を行

うこととするという規定が新たに設けられまし

た。これは、小中学校等においてもＬＤ等を含

む障害のある児童生徒に対する特別支援教育を

推進することを明記したものでございます。

次に、その他関連法律の一部改正についてで

ありますが、盲学校、聾学校、養護学校を特別

支援学校に一本化することに伴いまして、教育

職員免許法等の関係法律について所要の規定の

整備を行ったものであります。

次に、２の特別支援学校への移行に向けた取

り組みについてであります。まず （１）の特別、

支援教育の推進についてであります。１点目の

盲・聾・養護学校における専門性の向上につい

てでありますが、特別支援学校では、複数の障

害種や障害の重度重複化に的確に対応すること

が今後は一層求められますことから、盲・聾・

養護学校の専門性の向上に取り組んでまいりま

す。２点目の地域のセンター的機能の充実につ

いてでありますが、特別支援学校が小中学校へ

必要な助言及び援助を行うことが法律に明記さ

れたことに伴い、地域の特別支援教育における

センター的機能のさらなる充実を図ってまいり

ます。

次に （２）の「宮崎県立盲・聾・養護学校再、

編整備計画」の見直しについてであります。特

別支援学校が複数の障害種に対応することがで

きるようになることから、今後、各学校が担当

。する障害種について検討する必要がございます

このようなことから、平成21年度からの整備に

関する再編整備計画の後期実施計画について、

特別支援学校への転換を踏まえ見直しを行うこ

とが必要でございます。今後、全県的な視野か

ら検討を進めてまいりたいと考えております。

なお、このたびの改正の趣旨、内容につきま

しては、小中学校で特別支援教育を行うことが

明記されたこともありますので、盲・聾・養護

学校はもとよりですが、小中学校等を含むすべ

ての学校において周知徹底を図っていかなけれ

ばならないと考えております。

。資料の２ページ、３ページをお開きください

学校教育法の改正につきまして、主な部分を抜

粋して新旧対照表にしたものであります。説明

については省略させていただきますが、参考に

していただければと存じます。説明は以上でご

ざいます。

教職員課関係について御説○谷村教職員課長

明申し上げます。

お手元の平成18年６月定例県議会提出議案

の31ページをお開きいただきたいと思います。

報告第１号「専決処分の承認を求めることにつ

いて」であります。平成17年度宮崎県一般会計

補正予算（第７号）でございますが、その内容

につきましては、同じ資料の36ページをお開き

いただきたいと思います （歳出）教育費の欄で。

ございます。教育総務費につきまして、平成17

年度中の退職者及び退職手当支給額が確定した

ことに伴いまして、４億2,189万2,000円の増額

、補正を行ったものであります。その主な要因は

勧奨退職、普通退職等の増によりまして、退職

手当額が見込み額を上回ったことによるもので

あります。御審査のほどよろしくお願いいたし

ます。

スポーツ振興課関係○坂口スポーツ振興課長

について御説明を申し上げます。

お手元の平成18年６月定例県議会提出報告書

の168ページをお開きいただきたいと思います。

平成17年度宮崎県繰越明許費繰越計算書のス
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ポーツ振興課分について御報告をいたします。

下から３行目のアスベスト対策緊急事業でご

ざいます。これは、県体育館の地下機械室及び

電気室に使用されたアスベストを取り除く工事

であります。国がアスベスト除去に係る経費に

対しまして新たな補助制度を創設いたしました

が、国の予算内示時期の関係等により工期が不

足することから、平成18年２月定例県議会で明

許繰越の御承認をいただき、3,144万2,000円を

繰り越したものであります。なお、現在設計作

業に取りかかっておりますが、除去工事は県体

、育館の利用状況を調整して閑散時期に行うため

完成は来年の２月を予定しておるところでござ

います。以上でございます。

執行部の説明が終了しまし○外山良治委員長

たが、その他の報告事項の質疑については後ほ

どお受けしたいと思いますので、まず、議案・

報告事項関係について質疑はありませんか。

先ほど議案の中の36ページで、総○十屋委員

務費、退職者の手当が確定ということなんです

が、これがどのぐらいの人数の方がいらっ

しゃったかということをひとつお聞きしたいの

と、それに伴ってまた新たに採用試験が行われ

、ますので、その差が出てくるとは思うんですが

どの程度出てくるのか。きょうの新聞か何かに

も、14倍でしたか書かれていましたので、その

あたり御説明をお願いします。

退職手当は、正職員、それ○谷村教職員課長

から臨時的任用職員も支給されますが、正職員

を見てみますと、この４～５年大体200名前後で

推移していくのかなと考えております。そして

採用は、ことし97名でしたが、この４～５年大

体その程度、100名前後で推移していくのかなと

いうことで考えております。今の53歳の方にな

りますと270名ぐらいになりますので、そのあた

。りからふえてくるというような感じになります

以上でございます。

小中学校及び県立学校における図○山口委員

書館における図書購入費の御報告、ありがとう

ございました。

文科省が児童生徒の読書力……。

山口委員、議案と報告事項○外山良治委員長

についてお願いします。

議案・報告事項関係について質疑はございま

せんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

わかりました。○外山良治委員長

その他の報告事項等について、何かありませ

んか。

小中学校及び県立学校における図○山口委員

書購入費の御報告、ありがとうございました。

文科省が児童生徒の読書力の向上ということ

で図書館の充実等を訴えておりまして、よく話

題になりましたのは、国の方から措置費として

交付税の中に算入しているけれども、果たして

それが正しく図書購入費として使われているか

否かというのが一つの話題になったこともあり

ました。この結果、報告事項の１ページの中で

は、小学校、中学校含めまして地方財政措置額

よりも決算額が多いというのは、ある意味では

喜ぶべきことなんですが、決算額が多いという

ことは、市町村の持ち出しがあると理解をして

よろしいんでしょうか。それとも市町村の持ち

出しプラス生徒個人からの徴収もあると理解し

たらよろしいんでしょうか。

１ページにお示しさせて○飛田学校政策課長

いただきました分については、市町村の歳出決

算で、市町村が予算措置をした額でございます

ので、この分につきましては当然市町村が予算

措置をなさっているというふうに理解しており
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ます。以上でございます。

県内小中学校における生徒からの○山口委員

図書費の有無は、ここではわからないというこ

とですか。

市町村それぞれのそうい○飛田学校政策課長

う部分については、市町村それぞれの所管でご

ざいますので、今のところ調査をいたしており

。ません。現状について把握いたしておりません

以上でございます。

わかりました。○山口委員

県教育庁としての基本姿勢を伺いたいんです

が、２ページの県立学校等におけるその実態の

中で、３徴収の有無で、高等学校、中等教育学

校44校中、徴収あり40校、盲・聾・養護学校14

校中、徴収ありゼロという報告がなされており

ます。基本姿勢というのは、本来、図書費とい

うのは行政の経費として措置すべきものだとお

考えですか。それとも、義務教育でない限り、

ある程度の父母負担はやむを得ないと、それは

逆に教育に寄せる関心を高める意味も含めて財

政的な支援をお願いしたいということになるん

ですか、そこらをちょっとお聞かせいただけま

せんか。

お答えします。○小田財務福利課長

委員の御指摘の図書費に限らず、地方財政法

との関連もございますが、保護者の教育費の負

担ということでございますけど、図書費なりそ

のほかいろいろ修学旅行費とか校用費、予算全

般にわたる保護者の負担軽減を図るようにとい

うことで、こういう徴収金については十分検討

した上で適正な執行に努めなさいというのが基

本的な考えでございます。以上でございます。

その十分な検討をされてという部○山口委員

分ですよね。徴収金額は平均しますと年間1,200

円弱でありまして、伺いましたところ、これか

らいきますと月100円。しかし、月200円の学校

があるかと思えば、年間で300～400円の学校も

あるということなんですけれども、県教育庁の

姿勢としては、慎重にそこらをと言いながら、

徴収することに賛成なのか反対なのか。そして

、それは県教委として決めるべきことではなくて

各学校長にゆだねられていることなのか。ある

いは学校長を含めたＰＴＡを含めての判断にゆ

だねられているのか、どう理解したらよろしい

んでしょうか。

当然学校関係の経費につ○小田財務福利課長

きましては、県費の方からも、図書購入費等も

含めまして年間各校に60万、それと備品という

ことで、高額な書籍、２万円以上のものになる

んですが、これについても補助をいたしており

ます。当然この補助の中で購入していただくの

が一番理想的なわけでございますが、学校によ

りまして、保護者の方からより図書を充実して

ほしいとかいうものがございまして、これは管

理者規則にございますが、校長の判断でそのあ

たりについては購入されているというふうに考

えております。以上でございます。

学校教育法の改正等もあって校長○山口委員

の権限が高まったという部分はあるんでしょう

けれども、果たして本当にその備品が必要なの

かどうかというのを慎重に吟味してほしいと

思っております。それは、例えば部活動なんか

でもそうなんですね。熱心な先生がいると、器

械体操の道具を購入したり、あるいは相撲が熱

心であれば相撲の道場をつくる。しかし、その

先生が他校に転校してしまうと、もうだれも使

用する人がいないということがあるんです。そ

れと同じように、ある学校長が自分の学校経営

の姿勢としてこれが必要だと言いながら、それ

が一つの形としてでき上がってしまいますと、
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その方が異動した後は、もう意味がわからない

ままずるずると同じことを踏襲させられている

という部分がありますので、父母負担の軽減と

、いうことはぜひとも進めてほしいと思いますが

もう一方では、教育というのはある意味では負

担するところに参加する意義みたいなのがあり

、ましてですね、うまく説明できませんけれども

要は、年度年度ごとに、果たしてその図書費は

うまく活用されたかされなかったか。また、そ

の負担してきた金額は是か非かというのをそれ

ぞれ吟味していただくように御指導をお願いし

たいと思います。結構です。

ほかありませんか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他何かありませんか。○外山良治委員長

スポーツ振興課にお伺いしたいん○十屋委員

ですが、各中学校、高校それぞれ全国大会に向

けていろんな予選が始まっていますけれども、

ある競技で全国に行くレベルのところで、ユニ

ホームが家庭の負担になったり、全国に行くと

なれば募金活動もしたりしてその中で賄うんで

すけど、宮崎県を背負っていったり、学校を背

負っていったりしたときに、そこで不足する分

、とか、古いユニホームをずっと使いっ放しとか

それぞれ条件が違うんですが、そういうとこら

辺の県としての補助とかは全然項目に上がって

いないのか、その辺お聞かせいただけますか。

高等学校につきまし○坂口スポーツ振興課長

ては、わずかですけれども、全国大会等に派遣

費として１人7,000円程度、中学生については、

九州大会、全国大会に出る子供たちに数千円、

わずかな金額ではありますけれども県の方から

補助をしております。それから、国体というこ

とになりますと、ユニホームも含めて県体協を

通じて幾らかの補助をしていると。各競技団体

に補助をしながら、その中でユニホーム等にも

充てていただくということになっております。

前からずっと議論があるところな○十屋委員

んですけど、教育委員会も財政的に厳しいし、

県も厳しいし、現場の担当者の方々はやりくり

して四苦八苦しながらやっているんですけど、

お金をかけることがすべてではないと私も思い

ますが、競技団体が多いので一遍には無理で

しょうから、必要なものに対して年次的にある

程度整備していくような形をとらない限りは、

いろんな面で負担が大きいので、そういうこと

を踏まえると、もう少し力を入れていいのかな

と個人的に思っております。これは要望で構い

ませんけれども、予算の範囲があるでしょうけ

ど、そういうところも御検討いただければあり

がたいなと思います。

それから、教育長、ここ１週間ぐらいで、高

校生とか、きょうまた福岡で中学生の放火があ

、りましたよね。特に高校１年生とか２年生とか

そういう事件が起きて、教育の現場でそれを解

消しろというのは私は求めませんけれども、家

庭環境だと思うんですが、宮崎においてもあり

得ない話ではないというふうに思うんですね。

こういう事件が発生したときに、教育委員会と

してはいろんな会議の場でそういう話が話題に

、上るのか、現場を持っていらっしゃる学校側が

子供とか生徒がシグナルを出しているのをどう

いうふうに見つけるかとか、そういう協議はさ

れるんでしょうか。

確かに全国でいろいろな事件等○高山教育長

が起きております。そのたびに県教委から通達

等を出しているわけでございますけれども、そ

ういったことだけではなくて、あらゆる機会を

とらえまして、学校長会等を通じまして、そう

いったことについて内容等を詳しく説明をし、
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そういったことが起きないように、また、委員

がおっしゃったとおり、そういったサイン等を

学校の先生が見落とすことのないよう、もちろ

ん家庭が大事でございますけれども、家庭の方

もまたそこあたりにつきまして十分話をし、学

校の方にもそういったお願いをしているところ

でございまして、今年度、やっぱり教育につき

ましては家庭が大事かなということで、家庭、

地域の教育力の向上をということで各般の施策

を講じていきたいと思っていますけれども、そ

ういった意味での家庭の教育力の向上もあわせ

ながら、学校現場に対しても、担任と子供たち

との関係等も十分にらみながら、サイン等を見

逃すことのないように、そのためにそういった

通知をしながら、本県で起きないように願いな

がらいろいろと指導をいたしているところでご

ざいます。以上です。

最後に要望ですけれども、今回の○十屋委員

、一般質問の中でも言わせていただいたんですが

親子との関係、接し方という部分がどの事件に

も影を落としているように見えるんです。だか

ら、そういうとこら辺を含めてきちんと家庭教

育力を上げていくことが 言葉で言えばたや

すいことなんですけど、なかなか難しいところ

もあるので、積極的にそういうあたりを取り組

んでいただきたいなというふうに思っておりま

す。

おととい、日曜日の日、教育○外山三博委員

委員会主催のさわやかスポーツ大会がありまし

た。私もあるスポーツ団体に関係しておるもの

ですから、一日そこで汗を流したんですが、こ

としから県の体育大会の名称の件で、生涯ス

ポーツ等を取り入れた形で今後展開していきた

いということがありましたね。そういう中で、

さわやかスポーツも生涯スポーツをやっていく

枠組みの中なんでしょうが、同じように厚生労

働省所管でねんりんピックというのがあるんで

す。私はバウンドテニスという団体をやってま

すが、そっちの大会もある。関係する主催が違

うんですよね。これは福祉の方ですから、そこ

、辺話をされて 競技をする県民にしてみたら

流れが違うと勝手が悪い。いろんなやり方も違

う。ねんりんピックはじゅぴあの方からの補助

金があるんです。教育委員会のさわやかはない

、です。できたら補助金はつく方がいいんだけど

主役は県民ですから、県民の立場に立てば、行

政の縦割りというか縄張りに振り回されてしま

うようなところがあるわけです。そこあたりを

ねんりんピックの方と教育委員会と今まで話を

されたことがあるのかどうか、まずそこをお聞

きしたい。

今、委員が言われた○坂口スポーツ振興課長

とおり、私たちもすべての生涯スポーツという

観点の中で昨年度ずっとお話をさせていただき

ました。ねんりんピックも一緒にやろうと、障

害者スポーツも一緒にやろうというような、県

民総参加型のスポーツの祭典というものを考え

ておりました。議論の中で、今、委員が言われ

ましたような予算の違い、いろんなことがあり

ましたけれども、今後とも県民総参加型のス

ポーツということを念頭に、各関係部局と一層

話し合いを続けていきたいと思っているところ

でございます。

次に、教育長、県民という実○外山三博委員

際やる人の立場に立ったら、行政の縦割りなん

か関係ないんですよね。ですから、そっちの流

れと鋭意協議していただいて、来年は一本化さ

れた形での生涯スポーツというような取り組み

ができるように努力をしていただきたいとだけ

申し上げておきます。
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所管外なのかもわかりませんから○中村委員

、おことわりしておきますが、スポーツ振興課長

読売巨人軍等については、所管は商工観光労働

部でしょうか。

そうです。○坂口スポーツ振興課長

、○中村委員 聞くだけ聞いておきますが、今度

読売巨人軍は宮崎県に来ないんじゃないかとい

う話もありますよね。グアムかどこかでやると

か、あるいは大リーグとキャンプを一緒にやろ

うとかいう話があるそうですが、実はきのう、

読売巨人軍の社長、本県出身の清武さんという

方のお父様が亡くなられた。出席したある人か

ら聞いたんだけど、当然宮崎県を代表してだれ

かが葬儀に行かなくちゃいけないんじゃなかっ

たのか。だれも来てなかったと。ひょっとして

行ってらっしゃったかもわかりません。その人

が見かけなかったかもしらないけど。そういう

ことがあったので、もう来年はだめだろうなと

いう話を聞いたんだけど、これは商工観光労働

部に行って言うわけにはいかんので、教育長か

ら知事部局に対して、そういう義理人情という

のをちゃんとやっておかないと、巨人軍だって

どちらでも逃げる準備をしてますからね。宮崎

県だけじゃないんですよ。グアムでもあるし、

さっき言った大リーガーと一緒にキャンプした

いという話もあるらしいので。葬儀は物すごい

人だったらしいんですね。球団関係者からいろ

んな人たちが来ておった。ところが、本会議中

ではあったんですけれども、県当局からだれも

その葬儀に行ってなかったというふうな話を聞

、いたんです。やっぱり義理人情をちゃんとして

球団社長が本県から出ているんであれば、やっ

、ぱり副知事ぐらいが行ってつないでおかないと

人間は感情の動物ですから、県当局は葬儀にも

来なかった。行っているのかもわからないです

けどね、これは人から聞いた話ですから。もし

行ってなかったら、早速手当てをしておかない

とまずいと思うんです。そういったことをひと

つ教育長の方から知事部局に聞いてみてくださ

い。行ってなかったら、早速 花輪はしとっ

たらしいけど、お悔やみでもしておかないと巨

人軍が逃げますよ。そういうことを思ったもの

ですから、教育長にお願いをいたしておきたい

と思います。要望です。

それから、もう異動時期は済んだんですが、

来年のまた異動時期になりますと転勤等がある

わけです。前にも言いましたが、スポーツ振興

課と学校教育課、お互いが話し合って、例えば

、十屋さんという先生はバスケットをされるとか

全部一覧表でそれはつくっているものですか。

全然そういうことは関係なくしているものです

か。中学校以上でもいいが、だれそれはどのス

ポーツを専門だというような一覧表があるもの

ですか。

作成してあります。○坂口スポーツ振興課長

ありましたらですね、お互いが話○中村委員

し合って適材適所に回していかないと、例えば

バレーボールならバレーボール、サッカーでも

いいんですが、学校によって固まるときがある

んです。非常にもったいない。であれば、配置

をちゃんと考えて満遍なく回してやらないとい

けない部分があると思いますので、よく両者が

話し合って異動時期には気をつけてやっていた

だきたいなと思います。

それから、この前、一般質問で数学の時間等

で教科書を使用していないという話がありまし

た。後で説明を受けましたら、いや、それはそ

ういう過程の中でやっているのであってという

話がありました。

それからもう一つは、そういったテストの結
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果等がホームページに載ってないじゃないかと

言われましたが、あれを聞いた人たちが 教

育委員会がかわいいから言うんですが、それは

ちゃんとこの委員会の場で、やっぱりこうこう

でしたと言っておかないと残りませんから、

ホームページもありますよ、また、そういった

教育等についてはそればかりが教育じゃないと

いうことを、教育長はちゃんとここで説明して

おかないと、一般質問を聞いた人はみんな、あ

んな教育やっているのかということになります

から、ここはちゃんと説明しておかれた方がい

いんじゃないかなと思います。

教科書は子供たちが基礎基本を○高山教育長

身につける上で大変重要なものでありまして、

、また、教師といたしましてもよりどころとして

指導の中心的な教材だと考えています。こう

いった観点から、我々としましても各学校に対

しましては、教科書を基本としながら指導を進

めるようにということで指導しながら、子供た

ちがよくわかる授業、わかったというような授

業に指導方法も改善をしながら努めるようにと

いうことは、これまでも指導してきておりまし

て、今後とも教科書を基本としながら授業を進

めていくようにということは、教育委員会とし

ては不偏の姿勢で貫いていきたいというふうに

考えております。

また、学力のホームページの関係でございま

して、平成17年度に、全国的に見て本県の子供

たちの学力はどうかということで実施をいたし

まして、教育研修センターのホームページにき

ちんと載せております。その内容といたしまし

ては、全国と本県の平均点の比較とか、教育事

務所ごとの平均点、あるいはまた教科ごとの平

均点等を掲載をしている状況でございます。よ

ろしくお願いします。

ほかありませんか。○外山良治委員長

それでは、以上をもって教育委員会を終了い

たしました。

。執行部の皆様には御苦労さまでございました

暫時休憩をいたします。

午後０時１分休憩

午後１時５分再開

委員会を再開します。○外山良治委員長

委員会に付託されました議案及び報告事項等

について、企業局長並びに関係課長の説明を求

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明がすべて

終了した後にお願いをいたします。

説明に入ります前に、一言お○日髙企業局長

礼を申し上げたいと思います。外山委員長を初

め委員会の委員の先生方には、去る５月に実施

をされました県北調査におきまして、私ども所

管の三財発電所を御視察いただきまして、まこ

とにありがとうございました。現地でいろいろ

御指導いただきましたことにつきましては、今

後の業務の運営に十分生かしながら円滑な業務

の推進を図っていきたいというふうに考えてお

ります。よろしくお願いいたします。

それでは、説明をいたします。本日は、今議

会への提出報告が２件、その他報告事項が１件

でございます。お手元に文教警察企業常任委員

会資料というのをお配りいたしておりますが、

この目次を開いていただきたいと思います。ま

ず、Ⅰの平成18年６月定例県議会提出報告関係

につきましては、一つは「平成17年度宮崎県公

営企業会計（電気事業）予算繰越計算書 、もう」

一つは「平成17年度宮崎県公営企業会計（工業

用水道事業）予算繰越計算書」の２件でござい

ます。それからその下でございますが、Ⅱのそ
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の他報告事項につきましては 「都道府県営工業、

用水道料金について」でございます。これらの

、提出報告及びその他の報告事項につきましては

担当課長等からそれぞれ説明をさせていただき

ますので、よろしくお願いをいたします。

私の方からは以上でございますが、よろしく

御審議のほどお願いいたします。

それでは、予算の繰り越しに○古賀総務課長

ついて御説明いたします。

平成18年度６月定例県議会提出報告書の173

ページでございます 「別紙23」のインデックス。

があると思います。それでは、平成17年度宮崎

県公営企業会計（電気事業）予算繰越計算書に

ついて御説明します。翌年度への繰越額は4,097

万7,000円であります。これは、渡川ダムに係る

施設整備事業であります。この事業は土木部に

おいて執行されておりまして、企業局負担分を

繰り越すものでございます。

次に、１枚おめくりいただきまして、175ペー

ジ 「別紙24」でございます。工業用水道事業に、

係る予算の繰り越しについてであります。翌年

。度への繰越額は２億7,683万1,000円であります

これは、昨年９月の台風14号により日向市東郷

、町にあります施設が全面冠水いたしましたため

本格復旧を行うための電気室の建設や電気機械

設備などの工事に関し、工法の検討や国との協

議に日時を要したことにより繰り越したもので

ございます。

繰り越しにつきましては以上でございます。

それでは、全国の都道府県○本田経営企画監

営工業用水道事業の料金について御説明いたし

ます。

資料の１ページをお開きください。まず、工

業用水道事業の実施状況でありますが、全国

の47都道府県のうち41団体が工業用水道事業を

実施しており、神奈川県、石川県、山梨県、長

野県、奈良県、長崎県の６団体が未実施であり

ます。この41団体で実施されている工業用水道

事業を料金制度別にカウントいたしますと146カ

所となっております。

次に、料金制度の状況でありますが、すべて

の団体が、実際に使用しない水量についても料

金を徴収する、いわゆる責任水量制を採用して

おります。このうち、使用しない水量に係る料

金の取り扱いにつきましては、使用する水量と

同額の料金を徴収しているのが、36団体、126カ

所であります。使用水量よりも低い料金を徴収

しているのが、宮崎を含む７団体、20カ所と

なっております。なお、米印で示しております

が、三重県と静岡県は、事業実施箇所によって

料金制度が異なるため、団体数についてはそれ

ぞれ計上しております。

次に、各団体の料金の比較についてでありま

す。別紙１としまして、全国の供給単価につい

て、経済産業省が調査しておりますデータをも

とに全国都道府県営工業用水道料金一覧を表と

グラフにしております。また、別紙２としまし

て、総務省が調査しておりますデータをもとに

全国都道府県営工業用水道実質供給単価一覧を

表とグラフにしております。これらの調査結果

を簡単に説明させていただきます。

資料の２ページの別紙１をお開きください。

ここに各団体の料金について、各箇所別に供給

単価の安い方から順番に並べて一覧表にしてお

ります。この表の使用単価とは、使用している

水の料金単価でありまして、未使用単価とは、

。使用していない水の料金単価のことであります

青色で記載している箇所が126カ所ありますが、

。使用単価と未使用単価が同額となっております

赤色で記入している箇所が20カ所ありますが、
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未使用単価が使用単価よりも安くなっておりま

す。

表の右下の部分になりますが、全国の146カ所

の供給単価の単純平均は、使用単価が27.99円、

未使用単価が26.40円となっております。宮崎県

の料金は10.40円となっておりまして、146料金

の中で21番目の料金となっております。

右側の３ページが、２ページの表のうち使用

単価をグラフにしたものであります。

続きまして、次の４ページの別紙２をお開き

ください。ここでは料金収入を使用水量で割り

戻した実質供給単価を一覧表にしております。

全国41の都道府県営工業用水道を事業所別に分

けて、それぞれの実質供給単価を安い方から順

番に並べております。表の右下の部分になりま

すが、全国の125事業所の実質供給単価の単純平

均は44.88円となっております。宮崎県の単価

は23.37円となっておりまして、125の単価の中

で35番目の単価となっております。右側の５

ページが、これらの実質供給単価をグラフにあ

らわしたものであります。以上でございます。

執行部の説明が終了しまし○外山良治委員長

たが、その他の報告事項の質疑については後ほ

どお受けしたいと思いますので、まず、報告事

項関係についての質疑はございませんか。

予算繰越の渡川ダムとおっしゃっ○蓬原委員

たですかね、土木部で執行しておる4,0 9 7

万7,000円の繰り越しの理由。

渡川ダムの堰堤改良の繰り越○桑畑工務課長

し理由ですけれども、これは土木部と企業局の

アロケの分でございまして、額にしましては企

業局のアロケの分でございます。理由としまし

ては、去年の台風14号で県道の中渡川下三ヶ線

という道路が決壊をいたしまして、その搬入路

として使っていた予定が使えなくなった。その

復旧を待って工事に入ったためにおくれたとい

うことでございます。

搬入路が使えなかったということ○蓬原委員

ですね。わかりました。

別紙24、企業局の工事がいろいろ○十屋委員

、な調整でおくれたということなんですけれども

いつすべて完成といいますか復旧できるのかと

いうのと、企業局の給水に関しては問題ないよ

うな話を聞いているんですけれども、そのあた

りの状況をちょっとお聞かせいただけますか。

工業用水道事業の電気室の建○桑畑工務課長

屋の件ですけれども、これが８月中旬ごろに完

成する予定でございます。それと資材倉庫、こ

れも８月中旬、それに付随して建物の中に入れ

る遠方監視制御装置、電気関係とかそういうも

のが９月30日、機械設備、それから非常用発電

設備等が８月後半、大体９月までには全部終わ

る予定でございます。以上です。

14号でそういう被害を受けて、そ○蓬原委員

の復旧だと思うんですが、ことしもう一回あの

くらいの大きな台風が来た場合にどうなるかと

いうことなんですが、抜本的に、同じような台

風が来ても、今度はそういう被害はこうむらな

いよという工事の内容にしっかりなっていると

いうふうに理解していいんですか。

台風14号で全部冠水しました○桑畑工務課長

ので、今度はそういう電気設備が冠水しないよ

うに、その敷地内の高いところに、今度繰り越

しております電気室の建屋を今建設していると

ころでございます。電気、モーター等につきま

しては全部そこに移設をします。家ができ上が

らないと移設ができないために、全部付随して

おくれます。今後どういう大雨になるかわかり

ませんけれども、この間の14号の台風では冠水

をしないというような計算でしております。
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これは完成予定はいつですか。○蓬原委員

９月いっぱいで全部終わりま○桑畑工務課長

す。

もしかするとその間に台風が来る○蓬原委員

と大変なことになる。そういう意味では、総務

課長、国との協議というのが理由の中にあった

んですけど、それからすれば、台風が来る前に

しっかり終わるという工期を設定してやってお

くべきだったんじゃないか。もしその間に大き

な台風が来たらもとのもくあみですよね。国と

の協議がそうだったというのは問題じゃないで

すか。

まさに委員、御指摘のとおり○古賀総務課長

でございまして、昨年12月に補正をお願いした

わけでございます。その時点では６月いっぱい

までには完成させたいということで計画をして

おったわけですけれども、経済産業省、さらに

財務省とも折衝に時間を要したということでご

ざいます。

工業用水道料金の全国との比○外山三博委員

較を今報告されましが、これは何でといったら

おかしいんだけど、何かされた意味があるんで

すか。本当は言いたいことが何かあるのか。初

めて全国との比較したそういうものを見たんだ

けど、報告をされる意味を教えてください。

済みません。その他の報告○外山良治委員長

です。

今、外山委員が質問しようとした○山口委員

。ことは、私も後でやろうかなと思ったことです

それに関連して伺いますが、この復旧工事予算

計上額３億600万円ということなんですが、国庫

補助、自己資金それぞれの資金を使ってやるこ

とになり、おっしゃるように９月当初から稼働

予定、こうなりますよね。これは工業用水道事

業会計の資本的収支の中に出てくる部分ですよ

ね。何が言いたいかといいますと、後で触れよ

うとする工業用水道料金の話をするときに、い

わば皆さん方の設備投資をした部分を水道料金

で回収することになりますが、投資については

企業債でもって返還ということになるのかなと

思うものですから、会計の部類と、それらの資

金の支出先、歳入部分と水道料金との関係を

ちょっと御説明いただけませんか。

今回の災害復旧工事、17、18○古賀総務課長

両年にわたっておりますが、全体の事業費で５

億4,979万4,000円を要する予定でございます。

このうち、３条予算、収益的収支で賄う予定と

いたしておりますのが２億3,855万6,000円でご

ざいます。また、建設改良費、いわゆる４条予

算でございますけれども、これにつきましては

３億1,123万8,000円でございます。総額５

億4,900万円でございますけれども、これにつき

ましてはすべて内部留保金で賄う予定といたし

ております。

内部留保金ということであれば、○山口委員

今回の予算繰越計算書の報告がありましたが、

これを含めて投資額については水道料金にはね

返らない。逆に言えば、水道料金の収益でもっ

て返済の部分はないと理解していいんですね。

今、すべて内部留保金と申し○古賀総務課長

上げましたけれども、国庫補助金が一部入って

おります。それと、これにつきましては内部努

力で賄う予定といたしておりまして、それを現

時点では料金に反映する考えは持っておりませ

ん。

40年前のことを今さら言ってもせ○山口委員

んないじゃないかと言われそうですが、結局あ

の時点では、未曾有の災害とか、50年、60年に

、１回ある災害でまさか施設が水没するとは想像

予測もしなかったと、それが今日ではたびたび
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ということなのかなと思うんですね。私どもも

この１期４年の間に（２回も同じ常任委員会を

経験するのもいますが）視察のたびに、また今

回水没しました。また水没しましたということ

で、もういいかげんあきれそうになったんです

が、今回それを移設するということですから、

じゃ再びないんだろうなと思うんですね。要

は、40年前にそのような予測をしてなかった部

分の結果が、今こうやって復旧工事をやらな

きゃいかんということになったんですよね。

最近はそういうことになって○古賀総務課長

おりますけれども、今でも残っておるわけでご

ざいますが、40年前に防水壁、高い塀を建てて

おります。従来でしたらそれで何とか浸入を防

げたわけでございますけれども、今日に至って

それでは防げなくなってきたということが現実

だと思います。

報告事項関係についての質○外山良治委員長

疑はありませんか。

その他の報告事項等について何かありません

か。

、○外山三博委員 さっきと同じことなんですが

ここで工業用水の料金の状況を報告された意味

はどういうことなんですか。

これは、さきの４月の委員会○日髙企業局長

で業務概要の説明をいたしましたときに、工業

用水道料金の未達料金があると、全体に占める

未達の割合というのが非常に大きいと、そう

いった料金体系について全国の状況との比較、

こういった資料の提出の依頼がございましたの

で、今回提出したということでございます。

今、山口委員の方から、経営○外山三博委員

の中身に立ち入って今度の改築の絡みの話が

ちょっとありましたよね。今聞いたら、内部留

保でこの改築はするんだということで、私はこ

こでこういう報告をされたというのは、今の料

金設定が非常に安いので、将来は上げたいとい

う含みがあるのか、それとも安い料金で利益を

出してここまでやっておるということを言われ

たいのか、そこがちょっとわからなかったもの

だから、そういうことで聞いただけです。そう

いうことですか。

特に他意はございませんで、○日髙企業局長

現状を報告したということでございます。

２ページ、３ページのことで基本○山口委員

的なことをお聞かせください。一種、二種、四

種とあるのは、工業用水の濁度を含めた水質の

ことを言っているんですか。それとも量のこと

を言っているんですか、ちょっと教えていただ

けませんか。

、○本田経営企画監 ここに出しておりますのは

同じ事業所でも料金体系が違うというので、経

済産業省が出しておる表をそのまま出しており

まして、今、委員がおっしゃる濁度の違いとか

。そういうところはちょっと承知しておりません

私もよく知りませんが、多分水質○山口委員

の関係か、あるいは伏流水、上流水その辺を含

めてのことだろうと思いますが、後日わかれば

教えてください。

それで、全く別な話をしますが、今回、私は

県立病院の病院局組織がえについての質問をい

たしました。あの中で申し上げましたのは、採

算性が悪化しつつあるし、医療環境も、それか

ら診療報酬形態も、まして民間医療施設も随分

変わってきたと、果たして県立病院が何をなす

べきかということで、今後５年間をかけて検討

したいと、その考えそのものは否定はしないん

です。ところが、あの中で私は皮肉を込めて申

し上げましたけれども、では、県立病院は赤字

なのかといったら、赤字じゃないんですよ。単



- 29 -

年度収支でいきますと、16年度の結果では、新

築し直した宮崎、延岡、日南を含めて黒字なん

ですよね。何が赤字なのかといったら、はっき

り言いますが、初期投資の減価償却が出てくる

ために赤字なんです。では、その減価償却、初

期投資はだれが決めたんだと。民間の場合でし

たら、診療科目はこれとこれとこれにすると、

周囲の環境を見たときに、多分この診療科目で

これぐらい人が来るから、あるいはベッド数を

これぐらいにしたらと。そういう投資計画の中

で、収入は幾らあり、支出は幾らかかり、かつ

減価償却これぐらいかかるということで投資金

額を決めますよね。公の県立病院のあり方につ

いては、患者がどれぐらいになるとか、ベッド

数でどれだけの利益が上がるなんて、私に言わ

せれば余り考えてなかったと思うんです。もち

。ろんそれは公的病院としての立場もありますよ

ところが、そういうことを度外視して設備投資

を行ってきましたから、減価償却部分を除けば

、黒字なんですが、それがあるがために赤字です

赤字ですということで、県立病院のあり方を検

討したいというから、それは本末転倒じゃない

ですかと私は申し上げてきました。つまり、初

期投資を考えずに投資をしてきたために、後の

収入でもって返還ができないということになり

ます。

この工業用水を考えたときにも、実はそう

じゃないのかなという気がするんですね。あの

昭和30年代後半から40年代にかけて、全国的に

。は日本が右肩上がりの重厚長大の時代であった

できるだけ大きい施設を、できるだけ水を使っ

てもらおうということで、ある意味では想像以

上の設備をつくった。ところが、その時点では

まさかこんな台風が来るとは予測もしなかった

から、防水フェンスはこれぐらいでいいだろう

とか びっくりしますけれども、河川水位に

比較して、ポンプをあそこに設置すれば、水が

超えてきたら水没するのは目に見えてます。し

かし、それすら当初予測せずにいろいろ設備投

資を行ってきて、そのために、水没しました、

。水没しました。また復旧工事、また復旧工事と

じゃ、その金はどこから出るんですかと申し上

げたかったんですが、それは、今の総務課長の

お話では内部留保をこれに充てます。ちょっと

待ってくださいと、内部留保があるのならば、

本来そういう設備が最初からきちんとできてい

て、しかも使用水量に合った分だけの工業用水

道事業であったらよかったけれども、水は余っ

ているわ、使う分は少ないわ、施設は古くなっ

て水没をするわ、そしてそれを内部留保という

ことになってきますと、本来、内部留保という

のは、法律で決められた部分もあるけれども、

基本的には利用者に対して還元すべきものだと

思うんですね。それは還元せずに、実は内部留

保がありますと言われると、ちょっと待ってく

ださいと、じゃ、私たちのあずかり知らぬ、日

向市の入り口における配水管の事業なんていう

のは、水道事業者の責任として漏水を防止する

のはあなた方の役目であるはずなのに、ああい

う事業をやることによってまた資本的収支の部

分が赤字になるから、それを埋め合わせるため

のことを考えなきゃいけない。ちょっとそこら

がですね、企業という50年、100年経営の中で、

失礼ですが、皆さん方が３年とか２年でくるく

るかわられるところに、何か終始一貫してない

ものがあるような気がするんです。外山委員の

方から、何でこんなのが出てきたのかと言われ

たけど、私から見れば非常に見やすいやつだと

思ったんですけどね。ちょっとそこらを聞かせ

ていただけませんか。
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昭和50年ぐらいから責任水○本田経営企画監

量制というのが導入されております。大きな５

つのユーザーに対して責任水量制が導入されて

、おりますが、そのときに各ユーザーの使用水量

契約水量は、ユーザーの使用計画に基づき12

万5,000トンが割り振られております。

それと内部留保金のことなんですけれども、

もともと昭和39年から50年ぐらいの資金不足に

対して一般会計からお金を借りております。50

年から単年度は黒字になっておるんですが、一

般会計に償還しなかった。償還しなかったから

内部留保としてためておったというのが現実で

ございまして、条例では累積欠損金がなくなっ

、た時点で一般会計の償還が始まるということで

内部留保がたまったと承知しております。

会計の手法としてそれは正しいん○山口委員

ですか。基本的には、企業会計であるならば、

設備投資に充てることについては、起債、いわ

ゆる企業債を充ててそれを返済していくという

のが基本であって、内部留保金をこれに充てる

という理由がよくわからないんですよね。設備

、だからできるのか、配水管だからできないのか

そこらの部分はどう理解したらいいんですか。

最初の投資、昭和39年に完成○古賀総務課長

した時点の投資でございますけれども、それに

つきましては当然企業債を発行して建設したわ

けでございます。この償還につきまして、昭

和50年まで赤字でございましたので、その償還

財源がなかったということで、その償還財源を

一般会計から補てんを受けてきた。その補てん

。が累積赤字という格好であるわけでございます

その部分の償還を、累積赤字が解消された時点

で一般会計に対して返していくということでご

ざいます。

そうじゃないんですよ。今回の東○山口委員

郷町の災害復旧工事については、もちろん国庫

補助金もありますが、自己資金２億3,800万余に

。ついては内部留保を充てると言われたでしょう

だから、本体部分だから内部留保を充てること

ができるのか。たしか平成11年か12年ごろに送

水管のやりかえ工事をかなりの金額をかけて

やっているんですね。これは国庫補助金と企業

債だったと思っているんです。そこには企業債

を充てて、何でここは内部留保で処理しようと

するのかということです。

基本的には、起債をいたしま○古賀総務課長

すと当然のことながら利息がかかってまいりま

す。現在までの内部留保資金の中には当然剰余

金の部分もございますけれども、プラスアル

ファ減価償却もございますので、そういった資

金で賄って、少しでも原価の低減を図ろうとい

うものでございます。

ちなみに、今内部留保というのは○山口委員

どれぐらいあるんですか。

損益勘定留保資金として約13○古賀総務課長

億6,000万ほどございます。

ですから、私が間違っていたら間○山口委員

違いだと指摘してもらって構わないんですが、

４～５年前の送水管つけかえ工事は国庫補助金

、プラス起債だと私は理解してたんですね。いや

あれも内部留保で処理しましたということは構

わないんですが、あのときは起債をし、こちら

は内部留保というその使い分けがわからない。

あのときはなかったけれども、今はあるとか

じゃなくて、今聞けば13億あるというわけで

しょう。

平成８年から12年にかけて○本田経営企画監

送水管をダクタイル鋳鉄管にかえたのがありま

すが、総額で約26億かかっております。国の補

助が25.4％、４分の１ですから６億5,000万ぐら
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い、13億が県からの借り入れでございました。

あとの４分の１が企業局からの持ち出しという

ことでございます。２分の１が県からの補助、

４分の１が国からの補助、４分の１が企業局か

ら出したということでございます。

わかりました。皆さん、うんざり○山口委員

してますから、また個別に話します。

それで、ちょっと確認したいんですが、１

ページの大きい２の中で、いわゆる未達料金制

度、すべての団体が実際に使用しない水量につ

いても料金を徴収する責任水量制を採用となっ

てますよね。本県の場合にはこの事業を始めた

昭和40年は料金２本立てできましたけれども、

その後、50年代以降は使用水量だけの契約の企

業がふえてきてますよね。これは裏を返せば、

現況の工場を誘致しようという誘い水的な部分

の中に未達料金が入らないというのは、企業に

対して好意的に受け入れられないというのが根

底にあるから、使用水量だけをやっているん

じゃないですか。県の工業用水を使う企業すべ

てが料金２本立てで行ってますかということで

す。

宮崎県、今11供給しており○本田経営企画監

ますが、未達水量制があるのが６企業でござい

ます。

ですから、過去は２本立てで来た○山口委員

けれども、50年以降の企業誘致については１本

立てで来てますよね。過去、私も、あるいは十

屋委員の質問もありましたように、皆さん方の

立場に立てば、設備投資した分を回収したいと

いう部分がありましょう。ですから契約水量を

使ってほしい。使わない部分については料金を

安くしますけれども、それはそれでまたいただ

きますよと。その制度が、企業が経営計画の中

で、みずからの骨身を削るように経営努力をす

る中に、果たして経営努力が実を結ぶような料

金体系ですかと、私は過去から申し上げてきて

いるわけです。水道をできるだけ使わないよう

に使わないようにしよう。今、ラジオの宣伝で

もテレビの宣伝でも言いますよ。自然を守るた

めに水道を使わないようにしよう。ところが、

使わないと、料金は安いけれども、逆に使わな

かった部分の金を取られる。それが果たして企

業経営になじみますかと、こう申し上げている

わけです。ですから、新しい工業用水の契約を

。されているところは使用水量だけなんですよね

ですから、２本立てと１本立てというのが果た

して、それは今までの皆さんの料金体系がこう

やって全国的にはどこでもやっていることです

よと言いながらも、現実にうまくマッチしてい

るかどうかということについては疑問が残ると

私は申し上げているところです。いま一度申し

上げますが、この契約水量を解約する、あるい

は変更するということはできますか。

宮崎県の工業用水道の条例○本田経営企画監

の中には、撤退のルール、契約変更のルールそ

ういうものが当初記載されておりません。今、

国の方で問題視をしているんですけれども、国

が入っている報告書の中を見ますと、平成15年

ぐらいから検討を始めているらしいんですが、

全国的にそういうのが規定されておりませんの

で、撤退、契約水量の変更についてはルールを

決めなくてはいけないというのが、今の国のス

タンスでございます。

そうだと思うんですよね。繰り返○山口委員

しになりますが、右肩上がりの重厚長大の時点

ではこれだけの投資が過重投資だとは思われな

かったと思うんですよ。企業も意欲的に取り組

、んできたと思います。ところが、状況が変わり

また生産拠点が中央に移転しということになっ



- 32 -

てきたときには、契約水量と実際の使用水量な

んていうのは、当時としては考えられないぐら

いの状況になった。しかし、皆さん方としてみ

れば、それだけの設備をしたんだから、ちゃん

とお金はいただきますよと、このやり方が果た

して民間の経営に受け入れられるかどうか。言

いかえれば、企業誘致を図ろう図ろうとしたと

しても、企業として安易に受けられるような条

件だとは私は思っておりません。一方では、今

言われたようにルールはないんですよね。ない

けれども、もうここに至っては、料金の２本立

ての見直し、そして契約の破棄あるいは変更等

については柔軟な対応ができるように、その見

直しをぜひとも行っていただきたいと思ってお

ります。企業局長、よろしいでしょうか。

先ほど来、委員の方からいろ○日髙企業局長

いろ御指摘をいただいているところでございま

すが、まず、工業用水道の料金制度のあり方に

つきましては、委員御承知のとおりでございま

すけれども、工業用水道というのは非常に大き

な設備産業でございますので、どれだけの水を

使うのかということが先にございまして、使う

、水の量によって設備をつくり、水を供給すると

そういうシステムをとっておるところでござい

ます。したがいまして、それぞれの企業の方か

ら使用水量を聴取いたしまして、それを契約と

いうことでやっておるわけでございますけれど

も、現実にこれだけの水を使いますよというよ

うな申し出があった後に、実質的に非常に契約

量と乖離があると、使う水が少ないということ

になってきますと、これは工業用水道事業の経

営上の問題というのも出てくるわけでございま

す。そういったことで、責任水量制ということ

で、申し出のあった契約量に応じて料金を徴収

する、こういった制度をとっているところでご

、ざいます。先ほど資料にもございましたように

全国的にもそのようなやり方をやっておるわけ

でございますが、本県の場合には、使っていな

い水については料金を減額しますよということ

で、４割ほど減額をして料金を設定しておると

いうことでございます。しかし、いろいろ言わ

れておりますように、契約量と実際の使った水

の乖離がある、その辺についても課題であると

いうふうに私も認識をいたしておるところでご

ざいます。

それからもう一つは、最初は２本立ての料金

で、最近に至っては１本立てじゃないかという

ことも御指摘にございましたけれども、全体の

事業規模が12万5,000トンということでございま

して、12万5,000トンきっちりではございません

けれども、97～98％だったと思いますが、これ

で契約をしております。それが幾つかの企業に

すべて契約ということで割り当てられておるわ

けでございますので、新しい企業が入ってきた

ときには、その契約をしておる中から分けても

らわなきゃいかんというような状況になってお

りまして、その分けてもらった形が実質的に

使った水と同じと、そういうふうになっておる

ところでございます。

それからもう一つは、今回の災害の復旧を自

己資金で調達、あるいは一方では起債で調達、

いろいろあるじゃないかという話がございまし

た。私ども、経理といいますのは、設備につい

ては当然これは減価償却ということで毎年償却

していくわけでございますが、これは次の施設

を改良するときのための資金ということで内部

に留保しているものでございます。それからも

う一つは、利益剰余金が出ますが、この利益剰

余金については、今後の、例えば建設改良だと

かそういったものに積み立て等する一定の処分
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というのがございます。そういったことで内部

留保資金があるわけでございますが、新しく施

設を整備しますときに、これを料金に転嫁する

のか、あるいは内部資金で内部で吸収するのか

ということは、当然企業としてあるわけでござ

いまして、私ども特に公営企業でございますの

で、できるだけ内部で吸収できることは内部で

吸収していくべきだというふうに考えておりま

す。もちろん借り入れという方法もございます

が、そこは借りた方がいいのか、あるいは内部

資金でやった方がいいのかという判断はあると

思いますが、そういったことで考えているとこ

ろでございます。

それで、料金につきましては、これまでもい

ろいろ御議論があるところでございますし、ま

た関係企業の方からもいろんな要求等も来てい

るところでございます。この料金を変えるとい

うことになりますと、それぞれのディーラーの

料金が変わってくるということもございますの

で、そういったところの意見というのも聞いて

いかなきゃいけないというふうに思っていると

ころでございます。

それから、この責任水量制といいますのは企

業誘致との関係がございまして、商工観光労働

部の方でそれぞれの企業に配分をしておる、そ

して今の配分体系ができ上がっているというよ

うなこともございますので、これは商工観光労

働部との協議というのも必要でございます。そ

ういったことで、私ども問題意識としては持っ

ておりますし、見直しについての検討はしてい

かなきゃいかんなというふうに思っておるとこ

ろでございます。今申し上げましたもろもろの

関係でなかなか難しい問題ではございますけれ

ども、いろいろ協議、検討を重ねていきたいと

いうふうに思っております。

ありがとうございました。○山口委員

あれほど広大な工業用地がありまして、なか

なか企業の進出が思うにならない。決して雑草

を生やすために工業用地を造成したとは思って

ませんが、経営者たちが工場進出の意欲にまさ

に水を差さない形で何らかの善処策をお願いい

たしたいと思います。

１点だけ教えていただけますか。○十屋委員

先ほどから山口委員言われたとおり、私も全く

同感でありますので、また地元でもありますけ

ど、逆に言えばお世話になっている側でもある

んですけれども、２の料金制度の状況の中に、

責任水量制をすべて採用とあるんですが、これ

以外の料金体系はあるのかないのか。あるので

あればどういう体系なのかということを教えて

もらえますか。

責任水量制のほかは、従量○本田経営企画監

制といいますか、使っただけ料金を払うという

制度があるにはありますが、全国の中で、県で

はそういうことは全く採用しておりません。私

の記憶でいきますと、小さいところで、全国の

市で３カ所、従量制をとっているところがある

と聞いております。

すべての県でということと、小さ○十屋委員

い市で従量制を採用されている。というのは、

当初の契約の段階に戻って申しわけないんです

が、どちらにするかを協議したという経緯はあ

るのかないのか。御存じない方がほとんどかも

しれませんけど、当時、従量制にするのか、責

任水量制にするのかという協議はあったんで

しょうか。

当時の経緯は私もはっきり○本田経営企画監

はわかりませんが、宮崎県の場合は47年から旭

化成だけに責任水量制を導入しております。50

年から５社に導入をしております。そのときの
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協議で責任水量制を採用するというふうになっ

たということでございます。

ということは、両者納得の上で責○十屋委員

任水量制を採用したということがあって、条例

の中にも変更とか撤退とか解約とかは記載され

、ていないという先ほどの御説明だったんですが

局長は先ほどからいろいろ課題として認識され

ているようでありますので、今の社会情勢から

すると、公営企業であっても、利益を出すため

には、お互い企業という立場からすれば同じよ

うな観点に立てると思うんです。公営企業で

あっても、企業という場合においては収益を上

げなきゃいけない。先ほどから山口委員が言わ

れましたが、その上に立って社会的な責任、固

定資産税も法人税も払わなければいけないとい

うのがありますので。ある企業は産廃税を新た

に導入されるということで日向市から撤退する

ような話までありました。だから、そういうと

こら辺で企業努力もしているけど、世界経済と

か社会状況の中でもまれてなかなか努力が実ら

ないと。そういう面で、公営企業であるがゆえ

に、社会基盤を支える企業局としての役割とい

、うのもあるんではないかと思っておりますので

またいろいろ御検討いただきたいというふうに

思ってます。

ほかありますか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他何かありませんか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって企○外山良治委員長

業局を終了いたしますが、一種、二種、四種、

この標記内容についての資料要求がありました

が、委員会資料として御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

早急に提出をお願いいたし○外山良治委員長

ます。

。執行部の皆様には御苦労さまでございました

暫時休憩をいたします。

午後１時56分休憩

午後１時58分再開

それでは、委員会を再開い○外山良治委員長

たします。

まず、採決についてでありますが、申し合わ

せにより、委員会審査の最終日に行うことに

なっておりますので、明日１時に採決を行いた

いと思いますが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、明日の委員会は○外山良治委員長

１時に開会と決定をいたします。

以上で本日の委員会を終了いたします。

午後１時58分散会
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平成18年６月28日（水曜日）

午後１時３分開会

出席委員（８人）

委 員 長 外 山 良 治

副 委 員 長 湯 浅 一 弘

委 員 松 井 繁 夫

委 員 外 山 三 博

委 員 中 村 幸 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 十 屋 幸 平

委 員 山 口 哲 雄

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主査 千知岩 義 広

議事課主任主事 大 野 誠 一

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

まず、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとか一括か、ど

ちらがよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決を○外山良治委員長

いたします。

議案第11号及び報告第１号について、原案の

とおり可決承認することに御異議ございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議なしと認めます。○外山良治委員長

よって、議案第11号及び報告第１号については

原案のとおり可決承認されました。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りをい

たします。

「教育及び警察行政の推進並びに公営企業の

経営に関する調査」につきましては、引き続き

閉会中の継続調査といたしたいと思いますが、

御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、こ○外山良治委員長

の旨議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。

委員長報告の項目として特に御要望等はあり

ませんか。

ちょっと教育委員会で言ったんだ○中村委員

けど、人事異動で、いわゆる各先生方のスポー

ツの種目はちゃんとわかっているということで

したけど、あれをうまく人事配置してくれない

と、各学校でアンバランスになって、今までバ

レー部が存続したのに、バレー部の先生がいな

くてなくなったとか、ハンドボールとか一緒な

んですが、バランスをとった人事配置をしてほ

しいということを報告の中にぜひ入れてほしい

なと思います。

という要望がございました○外山良治委員長

が、そういった点について委員長報告に盛り込

むということで、御異議ないでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいた○外山良治委員長

します。

、○外山三博委員 私も１つお願いがありますが

この前委員会のときに、その他の項で発言した

スポーツの件で、ねんりんピックというのが全

然別のところでやられるものだから、ほかの部

にまたがるから、特にこの委員会の委員長報告

の中で本会議で発言してもらうと、聞くだろう

と思います。よろしくお願いします。
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今、外山委員の方からござ○外山良治委員長

いました点についても委員長報告に盛り込むと

いうことで、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

その他の項なんですけど、中学、○十屋委員

高校生のいろんな事件が起きていますが、その

中で、シグナルを見落とさないように、教育委

員会としてそういう取り組みをしてほしいとい

うことをお願いしたいと思います。

ほかありませんか。○外山良治委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

今、十屋委員の方からござ○外山良治委員長

いました点についても委員長報告に盛り込むと

いうことで、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

暫時休憩をいたします。○外山良治委員長

午後１時６分休憩

午後１時15分再開

委員会を再開いたします。○外山良治委員長

７月25日の閉会中の委員会につきましては、

先ほどの内容で委員会を開催することに御異議

ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいた○外山良治委員長

します。

次に、県外調査についてであります。

県外調査につきましては、８月21日から24日

にかけて、休憩中の協議内容等を踏まえた上で

実施することとし、詳細については正副委員長

に御一任いただくことで、御異議ございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定○外山良治委員長

をいたします。

なお、具体的な行程等につきましては、後日

御連絡をいたしますので、よろしくお願いをい

たします。

その他何かありませんか。

何もないようですので、以上で委員会を終了

いたします。

午後１時15分閉会




